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は
じ
め
に

一

概
略

二

中
国
に
移
住
し
た
ソ
グ
ド
人
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
後
裔
の
墓
葬

三

同
一
の
政
治
的
地
位
と
文
化

四

忠
孝
屛
風
画
と
い
う
選
択

結
論は

じ
め
に

こ
れ
ま
で
に
山
西
省
で
発
見
さ
れ
た
唐
代
の
墓
葬
は
、
主
に
長
治
、
太
原
、
大
同
、
候

馬
に
分
布
し
て
い
る
。
壁
画
墓
に
つ
い
て
は
公
表
さ
れ
て
い
る
一
三
基
の
う
ち
、
一
二
基

が
太
原
南
郊
晋
源
区
の
金
勝
村
、
董
茹
村
等
に
集
中
し
て
お
り
、
金
勝
村
に
最
も
多
い

（
表
1
）。
こ
の
よ
う
に
太
原
市
金
勝
村
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
山
西
省
内
で
唐
代
壁
画
墓
が

最
も
多
い
地
域
で
あ
り
、
し
か
も
墓
葬
年
代
は
武
周
期
に
集
中
し
て
い
る
。
金
勝
村
墓
葬

群
の
発
掘
は
、
主
に
一
九
五
〇
年
代
と
八
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
。
従
来
の
研
究
は
埋
葬
年

代
と
墓
室
に
描
か
れ
る
樹
下
老
人
図
屛
風
の
主
題
の
考
察
を
焦
点
と
し
、
当
該
墓
葬
群
の

そ
の
他
の
要
素
に
つ
い
て
は
充
分
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

一

概
略

太
原
金
勝
村
唐
代
墓
葬
群
に
お
け
る
屛
風
画
の
内
容
と
主
題
は
大
凡
同
様
で
、
共
通
性

が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
贅
言
を
要
し
な
い
。
ま

た
表
1
か
ら
、
以
下
の
通
り
幾
つ
か
の
基
本
的
な
知
見
が
得
ら
れ
る
。

第
一
に
、
型
式
と
規
模
の
上
で
は
、
金
勝
村
唐
墓
群
の
墓
主
の
官
品
は
正
五
品
・
従
五

品
か
そ
れ
以
下
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

一
連
の
墓
葬
の
形
式
は
正
方
形
も
し
く
は
隅
丸
方
形
の
単
室
磚
墓
で
あ
り
、
墓
室
の
多

く
は
四
㎡
程
度
で
、
三
号
墓
・
3
3
7
号
墓
な
ど
少
数
が
九
㎡
前
後
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
、
三
号
墓
の
墓
室
が
最
大
で
あ
る
。

唐
代
に
お
い
て
は
、
隅
丸
方
形
か
方
形
単
室
磚
墓
は
一
品
か
ら
五
品
ま
で
の
官
員
の

墓
制
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
一
か
ら
三
品
の
官
員
の
墓
室
は
約
四
m
四
方
、
四
、
五
品
の

官
員
の
墓
室
は
一
辺
三
・
五
m
以
下
が
多
い
。
方
形
単
室
土
洞
墓
は
、
大
体
、
五
品
以

下
の
墓
制
で
あ
る
。
こ
の
種
の
墓
室
は
三
・
四
m
が
多
く
、
一
辺
が
約
三
m
の
も
の
は

さ
ら
に
多
い
。
庶
人
の
墓
は
不
整
形
の
斜
方
形
（
菱
形
）
土
洞
墓
で
、
墓
室
の
大
き
さ
は

一
辺
三
m
を
超
え
な
い
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
高
宗
～
武
周
期
に
は
正
五
品
、

太
原
金
勝
村
唐
墓
再
考

沈

睿

文

森

美

智

代

訳

      



二

美

術

研

究

四

三

〇

号

534

表
1
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原
金
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表
-1 表

註
（

1）

墓
名

位
置

形
式

墓
室

葬
法

副
葬

品
と

壁
画

備
考

金
勝

村
第

3
号

墓
太

原
南

郊
金

勝
村

の
西

南
約

0.5km
方

形
単

室
磚

墓
、

墓
道

と
甬

道
を

備
え

る
。

東
西

3.25m
、

南
北

3.05m
、

地
表

か
ら

墓
室

床
面

ま
で

の
深

さ
6.5m

、
墓

室
頂

部
は

崩
落

。
墓

室
北

側
を

磚
築

の
棺

床
と

す
る

。
西

壁
の

下
に

長
1.7m

、
幅

0.6m
の

小
型

の
台

を
磚

築
し

、
そ

の
北

は
棺

床
、

南
は

墓
壁

と
接

す
る

。

発
掘

時
、

墓
室

内
の

人
骨

は
撹

乱
さ

れ
て

い
た

。
棺

床
上

に
2

体
の

人
骨

が
安

置
さ

れ
て

い
た

が
、

腐
朽

す
る

。
北

壁
の

下
か

ら
二

人
の

頭
骨

が
発

見
さ

れ
た

。
葬

具
は

、
腐

朽
し

た
木

棺
の

残
片

と
、

鉄
製

の
棺

釘
の

み
。

副
葬

品
は

合
計

91
点

。
内

訳
：

棺
床

東
西

壁
の

下
に

、
男

女
陶

俑
一

列
が

立
て

か
け

ら
れ

る
。

墓
門

東
西

に
武

士
俑

が
各

1
体

、
墓

室
中

央
に

鎮
墓

獣
が

墓
門

に
対

面
す

る
よ

う
に

置
か

れ
る

。
そ

の
他

、
馬

、
駱

駝
、

牛
及

び
生

活
道

具
の

明
器

が
墓

室
西

側
の

小
型

の
台

上
と

、
東

壁
下

に
散

在
。

表
註（

2）

金
勝

村
第

4
号

墓
同

上
方

形
単

室
磚

墓
東

西
2.2m

、
南

北
2.13m

、
高

さ
2.1m

。
北

端
に

棺
床

を
築

く
。

棺
床

は
長

さ
2.2m

、
幅

1.25m
、

高
さ

0.23m
。

墓
室

頂
部

は
崩

落
。

棺
床

上
に

1
体

の
人

骨
が

、
頭

位
を

西
に

伸
展

葬
さ

れ
る

。
骨

は
腐

朽
す

る
。

木
棺

の
痕

跡
は

み
と

め
ら

れ
な

い
。

棺
床

の
下

、
西

壁
側

に
灰

陶
罐

2
点

、
棺

床
の

四
隅

に
そ

れ
ぞ

れ
小

型
の

陶
製

（
灯

皿
）

を
置

く
。

墓
室

頂
部

に
四

神
を

描
く

。
四

壁
に

12
幅

の
壁

画
を

描
く

。
内

訳
は

、
墓

門
東

西
に

笏
を

執
り

剣
を

帯
び

る
侍

衛
各

1
体

、
西

壁
南

端
と

東
壁

南
端

に
仕

女
各

1
体

、
残

り
の

8
幅

は
樹

下
老

人
図

。

表
註
（

3）

表
註

（
1）

表
の

墓
葬

は
正

式
な

考
古

発
掘

・
調

査
報

告
が

発
表

さ
れ

て
い

る
も

の
に

限
り

、
図

版
の

み
が

発
表

さ
れ

て
い

る
墓

葬
は

含
め

な
い

。
（

2）
山

西
省

文
物

管
理

委
員

会
「

太
原

南
郊

金
勝

村
三

号
唐

墓
」（『

考
古

』
1960-1, p.37）。

（
3）

山
西

省
文

物
管

理
委

員
会

「
太

原
南

郊
金

勝
村

唐
墓

」（『
考

古
』

1959-9, p.473）。
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表
-2

墓
名

位
置

形
式

墓
室

葬
法

副
葬

品
と

壁
画

備
考

金
勝

村
第

5号
墓

第
4号

墓
の

北
約

10m
方

形
単

室
磚

墓
東

西
2.07m

、
南

北
2.0m

、
高

さ
2.1m

。
北

端
に

棺
床

を
築

き
、

西
南

隅
に

小
型

の
台

を
磚

築
す

る
。

台
は

長
さ

0.85m
、

幅
0.65m

、
高

さ
0.15m

。
頂

部
は

方
形

尖
頂

。

棺
床

上
に

2
体

の
人

骨
が

東
西

方
向

に
仰

臥
伸

展
葬

さ
れ

る
。

北
側

は
男

性
で

身
長

1.65m
、

南
側

は
女

性
で

身
長

1.52m
、

棺
椁

の
痕

跡
は

み
と

め
ら

れ
な

い
。

漆
盤

、
磁

罐
、

陶
灯

、
長

方
形

鉄
片

が
西

南
隅

の
台

上
に

置
か

れ
る

。
朱

漆
盤

12
点

は
南

北
に

4
点

×
3

列
に

並
べ

ら
れ

る
。

陶
灯

は
ビ

ザ
ン

ツ
式

高
足

杯
を

模
倣

し
た

形
式

。
磚

の
墓

誌
が

東
南

隅
に

あ
り

、
そ

の
上

に
陶

罐
1

点
と

、
男

女
侍

俑
、

駱
駝

、
馬

の
俑

の
残

片
が

多
数

あ
っ

た
。

棺
床

の
女

性
人

骨
の

頭
の

前
に

陶
罐

、
瓶

と
円

形
漆

盒
（

？
）

1
点

、
腰

部
に

海
獣

葡
萄

鏡
一

面
が

置
か

れ
る

。
漆

盒
は

既
に

朽
ち

て
い

た
が

、
直

径
約

33cm
。

そ
の

内
部

の
品

の
内

訳
は

、
種

々
の

材
質

の
珠

飾
31

点
、

玉
製

装
飾

品
59

点
、

銅
製

装
飾

品
4

点
、

銀
製

指
輪

、
サ

サ
ン

銀
貨

、
小

型
の

白
石

鉢
各

1
点

。
男

性
人

骨
の

胸
部

と
棺

床
西

北
隅

に
、

開
元

通
宝

13
枚

と
五

銖
銭

1
枚

が
置

か
れ

る
。

墓
室

西
壁

南
端

に
牛

車
図

1
幅

、
東

壁
南

端
に

馬
丁

、
そ

の
背

後
に

馬
と

駱
駝

二
頭

の
半

身
が

描
か

れ
る

。
西

壁
中

部
か

ら
東

壁
中

部
ま

で
は

樹
下

老
人

図
8

幅
が

並
べ

て
配

さ
れ

る
。

墓
誌

は
縄

文
の

磚
2

件
か

ら
な

り
、

誌
文

は
白

粉
を

用
い

て
書

写
さ

れ
る

。

表
註（

4）

金
勝

村
第

6号
墓

太
原

南
郊

金
勝

村
の

西
南

約
0.5km

隅
丸

方
形

単
室

磚
墓

東
西

2.2m
、

南
北

2.18m
。

墓
室

の
北

端
に

棺
床

を
磚

築
、

幅
1.26m

、
高

さ
0.18m

棺
床

上
に

2
体

の
人

骨
が

仰
臥

伸
展

葬
さ

れ
る

。
骨

は
腐

朽
。
表
註（

5）
墓

室
頂

部
に

紅
色

の
蓮

華
文

と
彩

雲
文

が
描

か
れ

る
。

周
壁

壁
画

は
完

存
し

、
人

物
画

・
四

神
等

計
16

幅
が

描
か

れ
る

。
蓮

華
・

彩
雲

文
の

下
に

人
字

形
割

束
・

斗
栱

と
四

神
、

東
西

壁
上

部
に

日
（

東
壁

）・
月

（
西

壁
）・

星
宿

 表
註（

6）、
そ

の
下

に
人

物
画

12
幅

を
描

く
。

墓
門

東
西

に
執

笏
・

佩
剣

の
侍

衛
各

1
体

が
描

か
れ

る
。

東
壁

の
3

幅
は

、
南

側
か

ら
順

に
文

吏
、

女
侍

、
樹

下
老

人
図

で
あ

る
。

文
吏

の
上

部
に

墨
書

題
記

が
あ

り
、

「
奴

興
倉

、
奴

益
多

、
奴

多
□

、
奴

富
□

、
奴

金
枝

、
奴

三
刺

、
奴

興
鉗

、
奴

有
相

」
等

の
字

が
見

え
る

。
棺

床
前

面
の

西
壁

寄
り

に
灰

黒
色

陶
罐

1
点

、
穀

粒
を

納
め

た
小

陶
罐

5
点

、
棺

床
上

に
直

径
6cm

の
素

文
銅

鏡
1

点
、

開
元

通
宝

6
枚

が
あ

っ
た

。
東

壁
近

く
に

木
俑

の
頭

部
1

点
、

馬
身

残
片

1
点

、
隅

に
銅

製
馬

飾
5

点
が

あ
っ

た
。

頭
位

と
木

棺
の

痕
跡

の
有

無
に

つ
い

て
、

発
掘

簡
報

は
言

及
し

な
い

。
表
註（

7）

表
註

（
4）

山
西

省
文

物
管

理
委

員
会

「
太

原
南

郊
金

勝
村

唐
墓

」（『
考

古
』

1959-9, p.474）。
（

5）
山

西
省

文
物

管
理

委
員

会
「

太
原

市
金

勝
村

第
六

号
唐

代
壁

画
墓

」（『
文

物
』

1959-8, p.19）。
（

6）
山

西
省

文
物

管
理

委
員

会
「

太
原

市
金

勝
村

第
六

号
唐

代
壁

画
墓

」（『
文

物
』

1959-8, p.19）。
 

簡
報

に
よ

る
と

、
墓

室
西

壁
の

月
像

の
中

に
「

人
物

2
体

」
が

描
か

れ
て

お
り

、
呉

剛
と

嫦
娥

と
す

る
。

唐
・

段
成

式
『

酉
陽

雑
俎

』
に

、
呉

剛
が

月
の

桂
木

を
伐

る
故

事
が

記
載

さ
れ

て
い

る
。

（
7）

山
西

省
文

物
管

理
委

員
会

「
太

原
市

金
勝

村
第

六
号

唐
代

壁
画

墓
」（『

文
物

』
1959-8, p.22）。
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表
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表
-3

墓
名

位
置

形
式

墓
室

葬
法

副
葬

品
と

壁
画

備
考

金
勝

村
第

337号
墓

（
編

号
T

D
1988M

337）
太

原
第

一
電

熱
廠

内
隅

丸
方

形
単

室
磚

墓
、

甬
道

を
備

え
る

。

奥
行

2.9m
、

幅
2.8m

。
壁

面
は

1.3m
の

高
さ

か
ら

内
傾

す
る

。
墓

室
の

北
側

に
長

方
形

の
棺

床
を

磚
築

。
墓

室
頂

部
は

破
損

が
甚

だ
し

い
。

棺
床

上
に

人
骨

の
残

骸
が

あ
る

が
、

葬
法

は
不

明
。

鑑
定

に
よ

る
と

人
骨

は
成

年
男

性
1

体
。

墓
室

頂
部

に
星

宿
と

四
神

を
描

く
。

四
壁

に
各

2幅
、

計
8幅

を
描

き
、

そ
の

内
訳

は
佩

剣
の

侍
衛

、
仕

女
・

童
女

が
各

2
幅

と
、

樹
下

老
人

図
4

幅
。

副
葬

品
は

計
11

件
、

そ
の

多
く

は
陶

器
で

破
損

が
甚

だ
し

い
が

、
器

形
を

判
別

で
き

る
の

は
三

彩
罐

2
点

、
器

蓋
1

点
。

ま
た

浅
黄

色
と

褐
色

を
施

し
た

彩
絵

陶
製

鎮
墓

獣
1

点
、

陶
製

奩
1

点
、

小
型

獣
形

1
点

、
蓮

華
文

瓦
当

2
点

、
銅

製
針

金
一

巻
き

、
開

元
通

宝
1

枚
。

表
註（

8）

金
勝

村
第

555号
墓

（
編

号
T

D
1989M

555）
太

原
第

一
電

熱
廠

の
工

場
区

東
部

隅
丸

方
形

単
室

磚
墓

、
墓

道
と

甬
道

を
備

え
る

。

南
北

2.39m
、

東
西

2.35m
。

墓
室

頂
部

は
覆

斗
形

で
、

破
損

し
て

い
る

。
墓

室
北

側
に

棺
床

を
磚

築
、

長
さ

2.39m
、

幅
1.2m

、
高

さ
0.25m

。

長
期

に
わ

た
る

浸
水

の
為

、
人

骨
は

撹
乱

さ
れ

て
お

り
、

葬
法

は
不

明
。

初
歩

的
な

鑑
定

に
よ

る
と

、
人

骨
は

成
年

男
性

1
体

と
成

年
女

性
1

体
で

、
夫

婦
の

合
葬

と
見

ら
れ

る
。

墓
室

頂
部

の
南

側
に

花
文

と
、

飾
り

紐
の

つ
い

た
花

幔
の

文
様

が
部

分
的

に
残

存
。

紅
・

黄
・

緑
で

彩
色

さ
れ

る
。

頂
部

は
星

宿
と

四
神

を
描

い
て

い
た

と
推

測
さ

れ
、

周
壁

に
は

10-11
幅

（
北

壁
は

破
損

す
る

が
、

南
壁

の
情

況
か

ら
推

測
し

て
2-3

幅
。

南
壁

に
2

幅
、

東
西

壁
に

各
3

幅
）。

南
壁

の
保

存
状

態
が

最
も

よ
い

。
南

壁
墓

門
の

東
西

に
侍

衛
各

一
体

を
描

く
。

副
葬

品
は

数
十

点
あ

り
、

全
て

彩
釉

陶
製

品
。

か
つ

て
工

事
の

際
に

重
機

で
北

壁
の

磚
を

崩
し

た
た

め
、

副
葬

品
の

一
部

は
修

復
が

不
可

能
な

程
破

損
し

た
。

復
元

可
能

な
も

の
に

、
仕

女
俑

、
童

女
俑

、
釉

陶
牛

、
三

彩
馬

各
一

点
が

あ
る

。

表
註（

9）

太
原

化
工

焦
化

廠
墓

太
原

化
工

焦
化

廠
内

隅
丸

方
形

磚
墓

、
墓

道
と

甬
道

を
備

え
る

。

奥
行

2.28
ｍ

、
幅

2.18
ｍ

。
壁

面
は

1.2
ｍ

の
高

さ
か

ら
内

傾
す

る
。

墓
室

の
東

西
に

そ
れ

ぞ
れ

磚
築

の
棺

床
が

あ
る

。
長

さ
1.77

ｍ
、

幅
約

0.85
ｍ

、
高

さ
約

0.25m
。

墓
室

内
壁

と
棺

床
の

縁
に

約
1cm

の
厚

さ
で

石
灰

（
漆

喰
）を

塗
り

、
壁

画
を

描
く

。

墓
室

東
西

の
棺

床
上

に
そ

れ
ぞ

れ
男

性
と

女
性

の
腐

朽
し

た
骨

若
干

が
発

見
さ

れ
た

。
年

齢
は

不
明

。
夫

婦
合

葬
か

。

墓
室

頂
部

正
中

は
星

宿
が

描
か

れ
て

い
た

が
破

損
。

そ
の

下
方

に
、

飾
り

紐
の

つ
い

た
花

幔
を

紅
・

黄
・

緑
の

三
色

で
描

き
、

間
を

弧
形

連
珠

文
で

繋
ぐ

。
周

壁
に

は
四

神
と

樹
下

老
人

図
、

牽
馬

・
牽

駝
、

執
笏

・
佩

剣
の

侍
衛

2
体

、
仕

女
2

体
を

描
く

。
副

葬
品

は
計

27
点

。
西

側
の

棺
床

上
に

陶
罐

3
点

、
三

彩
鶏

・
鴨

各
1

点
、

銅
銭

2
枚

、
棺

床
前

に
三

彩
女

俑
3

点
、

釉
陶

牛
1

点
が

あ
っ

た
。

東
側

の
棺

床
の

前
で

器
物

が
多

く
見

つ
か

り
、

三
彩

男
俑

3
点

、
三

彩
馬

・
三

彩
駱

駝
・

陶
猪

・
釉

陶
羊

各
1

点
、

陶
罐

3
点

、
ま

た
陶

製
の

倉
・

碓
・

灶
・

瓶
形

器
・

特
異

な
形

の
器

等
の

明
器

が
あ

っ
た

。
墓

誌
1

方
が

あ
り

、
青

灰
色

方
磚

2
件

か
ら

な
る

。

表
註（

10）

表
註

（
8）

山
西

省
考

古
研

究
所

、
太

原
市

文
物

管
理

委
員

会
「

太
原

金
勝

村
337

号
唐

代
壁

画
墓

」（『
文

物
』

1990-12, p.11）。
（

9）
山

西
省

考
古

研
究

所
「

太
原

金
勝

村
555号

唐
墓

」（『
文

物
季

刊
』

1992-1, pp.24-26）。
（

10）
山

西
省

考
古

研
究

所
「

太
原

南
郊

唐
代

壁
画

墓
清

理
簡

報
」（『

文
物

』
1988-12, p.53）。

      



五

太
原
金
勝
村
唐
墓
再
考

537

の
下
級
軍
官
で
、
金
勝
村
の
唐
墓
群
は
下
級
官
員
か
、
せ
い
ぜ
い
裕
福
な
庶
民
の
墓
葬
で

あ
る
と
し
た
）
3
（

。
実
際
に
、
墓
葬
の
形
式
と
規
模
か
ら
見
る
限
り
、
金
勝
村
墓
の
墓
主
は
五

品
・
従
五
品
か
そ
れ
以
下
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
二
に
、
副
葬
品
と
墓
室
壁
画
の
内
容
の
上
で
は
、
墓
主
の
身
分
は

概
ね
三
品
以
上
と
推
測
さ
れ
る
。

『
通
典
』
巻
一
〇
七
「
開
元
礼
纂
類
二
・
群
官
鹵
簿
」
の
規
定
に
よ
る
と
、
三
品
以
下

の
官
員
の
鹵
簿
に
は
誕
馬
は
あ
る
が
、
駱
駝
と
犢
車
は
な
い
）
4
（

。
こ
の
記
載
の
信
憑
性
は
、

考
古
学
的
証
拠
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。
三
品
は
唐
代
墓
葬
壁
画
に
お
い
て
駱
駝
の
図
像
が

見
ら
れ
る
下
限
で
あ
り
、
三
品
以
上
は
駱
駝
の
壁
画
と
駱
駝
俑
の
使
用
が
許
さ
れ
て
い
る

が
、
三
品
は
駱
駝
俑
の
み
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
、
三
品
以
上
の
墓
葬
壁
画

に
必
ず
し
も
駱
駝
を
描
か
な
く
と
も
よ
く
、
例
え
ば
減
等
さ
れ
た
愍
王
・
李
承
乾
墓
が
そ

う
で
あ
る
）
5
（

。

金
勝
村
唐
墓
の
中
で
、
三
号
墓
の
墓
室
は
最
大
で
あ
り
、
九
㎡
以
上
に
達
す
る
が
、
樹

下
老
人
図
は
描
か
れ
な
い
。
副
葬
品
に
駱
駝
・
馬
・
犢
車
出
行
図
が
あ
り
、
十
二
支
俑
な

ど
の
神
像
・
辟
邪
の
類
は
含
ま
れ
な
い
。
副
葬
品
に
は
、
駱
駝
・
馬
と
犢
車
が
組
み
合
わ

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

同
五
号
墓
は
夫
婦
の
合
葬
墓
で
あ
り
、
墓
室
壁
画
に
は
鞍
馬
と
犢
車
の
出
行
図
が
描
か

れ
て
い
る
。

同
六
号
墓
で
は
墓
門
の
両
側
に
、
持
笏
・
佩
刀
の
侍
衛
が
描
か
れ
て
い
る
。
東
壁
近

く
に
木
俑
の
頭
部
と
、
馬
身
の
一
残
片
が
あ
り
、
隅
に
銅
製
の
馬
装
具
五
点
が
あ
っ
た
。

よ
っ
て
、
木
製
の
鞍
馬
出
行
儀
仗
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
般
的
に
、
木

製
明
器
が
副
葬
さ
れ
て
い
る
唐
墓
の
墓
主
は
三
品
以
上
で
あ
る
こ
と
が
多
い
）
6
（

。

太
原
化
工
焦
化
廠
唐
墓
は
夫
婦
の
合
葬
墓
で
あ
り
、
夫
婦
は
東
西
二
基
の
棺
床
に
別
々

に
安
置
さ
れ
て
い
た
。
墓
室
に
は
、
四
神
、
樹
下
老
人
図
、
牽
馬
・
牽
駝
（
挿
図
1
）、

従
五
品
の
官
員
の
墓
室
は
大
凡
三
m
四
方
、
正
六
品
の
官
員
の
墓
室
は
二
m
四
方
で
あ

る
が
、
九
品
の
官
員
の
墓
室
に
も
一
辺
三
m
以
上
の
例
が
あ
り
、
庶
民
の
墓
室
は
二
～

五
m
前
後
で
あ
る
。

山
西
地
区
で
は
、
墓
室
の
一
辺
が
三
～
四
m
の
場
合
、
多
く
は
五
品
以
下
の
散
官
・

勲
官
の
墓
で
あ
る
。
例
え
ば
、
朝
散
大
夫
（
従
五
品
下
の
文
散
官
）
辛
謙
墓
・
崔
孥
墓
は

ま
さ
し
く
こ
の
規
模
で
あ
る
。
数
人
の
勲
官
位
を
帯
び
る
墓
主
の
墓
葬
も
同
様
で
あ
る
。

彼
ら
は
五
品
下
で
当
時
の
下
級
官
員
で
あ
り
、
副
葬
品
を
見
る
限
り
庶
人
の
墓
と
区
別
で

き
な
い
が
、
墓
室
の
規
模
が
や
や
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。
三
m
四
方
か
、
そ
れ
以
下
の

場
合
は
庶
人
の
墓
制
と
見
ら
れ
る
）
1
（

。

一
九
八
〇
年
代
に
河
北
省
鶏
沢
県
で
発
見
さ
れ
た
五
基
の
唐
代
墓
葬
（
編
号
Ｂ
Ｍ

1-

5
）
2
（

）
か
ら
は
、
太
原
金
勝
村
唐
墓
の
墓
主
の
身
分
を
判
断
す
る
上
で
の
傍
証
が
得
ら
れ

る
。
五
基
は
い
ず
れ
も
隅
丸
方
形
単
室
磚
墓
で
、
南
面
し
、
墓
道
・
甬
道
・
墓
室
の
三
部

分
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
墓
道
は
竪
穴
土
坑
式
で
、
甬
道
は
磚
築
券
頂
（
ヴ
ォ
ー
ル
ト
天
井
）

で
あ
る
。
棺
槨
等
の
葬
具
は
見
ら
れ
な
い
。

鶏
沢
県
北
関
の
五
基
の
墓
室
は
二
・
五
m
四
方
前
後
で
、
発
掘
者
は
こ
れ
ら
を
武
周

期
の
郭
進
、
郭
行
一
族
の
墓
地
と
す
る
。
郭
進
（
Ｂ
Ｍ
1
）
と
郭
行
（
Ｂ
Ｍ
4
）
の
墓
誌

に
よ
る
と
、
郭
家
の
本
貫
は
太
原
で
、
第
十
三
代
の
凱
が
県
侯
に
任
命
さ
れ
た
た
め
、
子

孫
は
広
平
県
（
現
在
の
鶏
沢
県
）
の
人
と
な
っ
た
。
広
平
県
に
移
っ
て
以
来
、
一
族
は
代
々

仕
官
し
て
繁
栄
し
、
曾
祖
父
の
郭
曹
以
降
は
北
斉
・
隋
・
唐
・
周
の
四
王
朝
に
絶
え
る
こ

と
な
く
出
仕
し
た
と
い
う
。
郭
氏
の
本
貫
が
太
原
で
あ
る
こ
と
は
、
墓
制
と
葬
法
が
太
原

金
勝
村
唐
墓
と
類
似
す
る
こ
と
の
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。
一
族
の
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
や
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
記
憶
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
雲
騎
尉
武
安
令
で
あ
っ
た
郭

行
の
墓
葬
の
規
模
は
、
太
原
金
勝
村
の
墓
葬
に
近
い
。

曾
て
趙
超
は
、
金
勝
村
五
号
墓
の
磚
［
＝
塼
］
製
の
墓
誌
の
内
容
か
ら
、
墓
主
は
一
介

      



六

美

術

研

究

四

三

〇

号

538

持
笏
・
佩
刀
の
侍
衛
（
挿
図
2
）
と
仕
女
の
壁
画
が
描
か
れ
て
い
る
。
副
葬
品
は
計
二
七

点
で
、
彩
陶
牛
が
西
側
に
、
三
彩
の
馬
と
駱
駝
が
東
側
に
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
牽
駝
図
と

駱
駝
・
馬
及
び
犢
車
出
行
の
陶
俑
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
金
勝
村
唐
墓
群
の
墓
主
の
多
く
は
三
品
以
上
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。
明
ら
か
に
、
こ
の
結
論
は
先
の
第
一
点
と
矛
盾
す
る
。
そ
れ
で
は
、
何
故
、
問
題

の
墓
葬
群
で
は
、
別
々
の
要
素
に
よ
っ
て
墓
主
の
政
治
的
地
位
の
判
断
に
違
い
が
生
じ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
如
何
な
る
原
因
に
よ
っ
て
、
こ
の
墓
葬
群
に
か
く
も
多
く
の
矛
盾
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
矛
盾
は
墓
主
と
如
何
な
る
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
墓
主
は
一
体
、
ど
の
よ
う
な
身
分
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
三
に
、
墓
室
頂
部
に
帳
幕
を
描
く
と
い
う
新
た
な
壁
画
の
配
置
が
出
現
し
て
い
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
金
勝
村
六
号
墓
墓
室
の
伏
斗
形
頂
部
に
は
、
紅
色
の
蓮
華
と
彩
雲
の

文
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
金
勝
村
五
号
墓
墓
室
頂
部
南
側
の
残
存
部
に
は
花
と
飾
り
紐
の

つ
い
た
花
幔
の
文
様
が
、
紅
・
黄
・
緑
の
三
色
を
用
い
て
描
か
れ
て
い
る
。
金
勝
村
焦
化

廠
墓
墓
室
頂
部
の
正
中
は
星
宿
図
で
、
そ
の
下
方
に
紅
・
黄
・
緑
色
で
飾
り
紐
の
つ
い
た

花
幔
を
描
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
弧
形
連
珠
文
で
繋
ぐ
。
同
様
の
構
成
は
太
原
晋
源
鎮
の

景
龍
二
年
（
七
〇
八
）
温
神
智
墓
に
も
見
ら
れ
、
墓
室
の
ド
ー
ム
状
頂
部
を
め
ぐ
る
よ
う

に
飾
り
紐
の
つ
い
た
花
幔
が
描
か
れ
て
い
る
）
7
（

。

墓
室
頂
部
の
帳
幔
文
様
は
唐
以
降
の
墓
葬
に
新
し
く
出
現
し
た
壁
画
構
成
で
あ
る
。
何

故
こ
の
時
期
に
、
こ
の
よ
う
な
墓
室
装
飾
の
変
化
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
四
に
、
金
勝
村
唐
墓
は
い
ず
れ
も
棺
床
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
焦
化
廠
墓
を
除
き
、

夫
婦
合
葬
墓
を
含
む
そ
の
他
の
金
勝
村
唐
墓
で
は
、
棺
床
は
基
本
的
に
墓
室
の
北
側
に
、

東
西
を
軸
線
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
棺
床
の
配
置
は
、
北
朝
の
墓
葬
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
踏

ま
え
る
と
、
唐
代
の
墓
葬
に
お
け
る
棺
床
の
有
無
は
当
時
の
墓
葬
の
等
級
や
規
則
に
基
づ

挿図 1 太原 焦化廠唐墓壁画 駝馬人物図挿図 2 太原 焦化廠唐墓壁画 侍衛図
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く
本
質
的
な
区
別
を
示
し
て
い
る
に
相
違
な
く
、
随
葬
品
の
種
類
や
数
量
の
多
寡
も
、
墓

の
保
存
状
態
の
影
響
を
除
け
ば
、
墓
主
の
身
分
や
貧
富
と
無
関
係
で
は
な
い
）
8
（

。

注
意
に
値
す
る
の
は
、
太
原
焦
化
廠
墓
で
は
墓
室
の
東
西
に
二
つ
の
棺
床
を
並
べ
置
く

こ
と
で
あ
る
。
墓
室
東
西
両
壁
の
下
に
二
つ
の
棺
床
を
磚
築
す
る
こ
と
は
、
唐
墓
に
お
い

て
は
比
較
的
稀
な
方
法
で
あ
る
。
公
刊
さ
れ
て
い
る
資
料
を
見
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
形

式
は
他
に
河
北
省
鶏
沢
北
関
Ｂ
Ｍ
5
号
墓
）
9
（

と
、
洛
陽
龍
門
の
安
菩
墓
）
10
（

の
、
唐
代
の
墓
葬
二

基
に
の
み
見
ら
れ
る
）
11
（

。

鶏
沢
北
関
Ｂ
Ｍ
5
号
墓
は
郭
家
の
墓
地
で
あ
り
、
郭
家
は
太
原
か
ら
移
住
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
墓
室
の
東
西
に
二
つ
の
棺
床
を
置
く
形
式
は
、
太
原
地
域
に
関
係
す
る
と

推
測
さ
れ
る
。

安
菩
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
を
信
仰
す
る
ソ
グ
ド
人
の
後
裔
で
あ
る
。
墓
は
景
龍
三
年
十

月
二
十
六
日
（
七
〇
九
年
一
二
月
一
日
）、
安
菩
夫
婦
を
合
葬
す
る
た
め
造
営
さ
れ
た
。
棺

床
を
東
西
に
併
置
す
る
形
式
は
、
ソ
グ
ド
人
の
後
裔
で
あ
る
と
い
う
墓
主
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

第
五
に
、
金
勝
村
唐
墓
で
は
、
三
号
墓
で
腐
朽
し
た
木
棺
片
と
数
枚
の
棺
釘
が
発
見
さ

れ
た
他
は
葬
具
が
な
く
、
人
骨
の
み
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
体
は
直
接
棺
床
上
に
安

置
さ
れ
、
棺
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

長
治
、
太
原
、
大
同
、
侯
馬
で
発
見
さ
れ
た
唐
代
の
墓
葬
は
、
み
な
山
西
省
内
に
あ
る

と
は
い
え
、
葬
具
の
状
況
は
一
様
で
は
な
い
。
太
原
の
唐
代
墓
葬
の
多
く
で
は
葬
具
の
痕

跡
が
検
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
人
骨
は
棺
床
上
に
ば
ら
ば
ら
に
置
か
れ
る
。
山
西
省
の
そ
の

他
の
地
域
に
お
け
る
唐
代
墓
葬
で
は
、
葬
具
と
し
て
木
棺
が
用
い
ら
れ
、
多
く
は
棺
床
上

に
安
置
さ
れ
る
）
12
（

。

北
朝
期
の
各
時
期
に
は
、
太
原
地
区
を
含
む
多
く
の
政
治
的
中
心
地
に
お
い
て
、
棺
を

用
い
な
い
葬
法
が
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
一
九
八
七
年
八
月
、
太
原
金
勝
村
の
太
原

第
一
電
熱
廠
で
発
見
さ
れ
た
北
斉
の
壁
画
墓
）
13
（

等
が
あ
る
。
但
し
、
こ
の
よ
う
な
葬
制
は

太
原
地
区
固
有
で
は
な
く
、
ま
た
非
漢
民
族
の
葬
制
で
も
な
い
こ
と
は
）
14
（

、
疑
い
を
容
れ
な

い
。
し
か
し
唐
代
に
入
る
と
、
山
西
に
お
い
て
棺
を
用
い
な
い
墓
葬
が
太
原
地
区
に
集
中

し
て
い
る
こ
と
は
顕
著
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
太
原
地
区
の
宗
教
や
喪
葬
の
観
念
は
、
山
西

の
そ
の
他
の
地
域
と
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
墓
主
は

ど
の
よ
う
な
文
化
的
背
景
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど

の
よ
う
に
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

先
述
の
如
く
、
河
北
省
鶏
沢
県
北
関
の
唐
墓
で
は
墓
主
の
本
貫
で
あ
る
太
原
地
区
の
葬

制
が
保
た
れ
て
い
た
が
、
う
ち
二
基
で
は
墓
主
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、

郭
進
墓
（
Ｂ
Ｍ
1
）
で
は
墓
室
の
北
側
に
人
骨
三
組
が
並
べ
ら
れ
る
。
撹
乱
が
甚
だ
し
い

の
は
、
浸
水
か
盗
掘
の
可
能
性
も
あ
る
。
痕
跡
か
ら
判
断
し
て
三
体
は
い
ず
れ
も
仰
臥
伸

展
葬
で
、
頭
位
は
西
で
あ
る
。
男
性
一
体
と
女
性
二
体
で
、
男
性
が
中
間
に
安
置
さ
れ

る
。
北
側
の
人
骨
の
撹
乱
が
最
も
甚
だ
し
い
の
は
、
遷
葬
に
よ
る
可
能
性
が
高
い
。
墓
誌

の
記
載
に
よ
る
と
、
万
歳
登
封
元
年
（
六
九
六
）、
郭
進
の
没
後
に
、
夫
人
の
張
氏
と
継

室
の
高
氏
が
合
葬
さ
れ
た
。
同
様
に
Ｂ
Ｍ
4
は
、
墓
誌
に
よ
る
と
如
意
元
年
（
六
九
二
）

郭
行
の
没
後
に
夫
人
の
焦
氏
と
合
葬
さ
れ
て
い
る
。
Ｂ
Ｍ
5
で
は
、
夫
婦
は
東
西
の
棺
床

に
別
々
に
安
置
さ
れ
、
葬
具
の
痕
跡
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
男
性
の
頭
骨
と
女
性
の
骨

は
全
体
が
移
動
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
Ｂ
Ｍ
5
は
遷
葬
墓
と
見
ら
れ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
鶏
沢
県
北
関
の
唐
墓
五
基
に
お
け
る
棺
を
用
い
な
い
葬
法
は
、

遷
葬
・
合
葬
と
関
係
す
る
も
の
と
推
断
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
太
原
地
区
に
お
い
て
棺

が
使
用
さ
れ
な
い
状
況
も
、
同
様
の
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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二

中
国
に
移
住
し
た
ソ
グ
ド
人
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒

後
裔
の
墓
葬

上
述
の
太
原
唐
代
墓
葬
の
よ
う
に
棺
を
用
い
な
い
葬
法
は
、
隋
唐
期
で
は
寧
夏
回
族
自

治
区
盬
池
県

子
梁
墓
地
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。

子
梁
墓
地
の
六
基
の
唐
墓
は
、
い
ず
れ
も
山
に
依
っ
て
開
鑿
さ
れ
た
平
底
墓
道
石
室

墓
で
石
棺
床
が
あ
り
、
盗
掘
が
甚
だ
し
い
。
六
基
の
墓
葬
の
形
式
と
墓
室
の
構
成
は
基
本

的
に
一
致
し
、
墓
の
配
置
に
秩
序
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
（
挿
図
3
）、
同
じ
氏
族
の
墓

域
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
）
15
（

。

子
梁
墓
地
Ｍ
3
（
挿
図
4 –

6
）
出
土
の
墓
誌
に
は
「
大
周
…
…
都
射
何
府
君
墓
誌

之
銘
幷
序
」「
君
□
□
□
□
□
□
大
夏
月
氏
人
也
。
…
…
粤
以
久
視
元
年
九
月
七
日
、
終

于
魯
州
□
魯
県
□
□
里
私
第
、
君
春
秋
八
十
有
五
。
以
其
月
廿
八
日
、
遷

於
□
城
東
石

窟
原
、
礼
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
16
（

。
こ
こ
か
ら
、
墓
主
の
何
府
君
は
昭
武
九
姓
の
一
つ
で

あ
る
何
国
人
）
17
（

、
す
な
わ
ち
ソ
グ
ド
人
の
後
裔
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
換
言
す
る
と
、

子
梁
墓
地
は
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
何
国
人
の
後
裔
で
あ
る
一
族
の
墓
域
で
あ
る
。
六
基
の
中
に

は
単
独
葬
、
合
葬
、
多
数
合
葬
が
見
ら
れ
、
Ｍ
4
の
人
骨
は
四
体
、
Ｍ
5
で
は
十
数
体
に

も
至
り
、
一
族
が
多
数
合
葬
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
部
で
は
石
棺
床
の
上

に
木
棺
を
置
い
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
Ｍ
1
で
は
墓
室
北
側
の
石
棺
床
の
上
に
梯
子
形
を

呈
す
る
木
棺
が
安
置
さ
れ
て
お
り
、
棺
内
に
は
一
体
の
人
骨
が
あ
っ
た
が
、
ほ
ぼ
腐
朽
し

て
粉
状
で
あ
っ
た
。
Ｍ
2
の
墓
室
北
側
の
石
棺
床
の
上
に
も
腐
朽
し
た
木
棺
と
人
骨
の
痕

跡
が
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
墓
で
は
、
葬
具
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
う
ち
Ｍ
4
、
Ｍ

5
、
Ｍ
6
に
お
い
て
は
、
人
骨
は
石
棺
床
上
あ
る
い
は
壁
龕
内
に
直
接
安
置
さ
れ
て
お

り
、
Ｍ
6
で
は
後
龕
に
頭
が
東
、
足
が
西
を
向
く
よ
う
に
二
体
の
人
骨
が
併
置
さ
れ
て
い

た
。

子
梁
墓
地
は
、
唐
代
六
胡
州
の
一
つ
で
あ
る
魯
州
の
境
に
あ
る
。
墓
地
周
辺
の
環
境

と
「
石
窟
原
」
と
い
う
地
名
か
ら
は
、
ソ
グ
ド
系
胡
人
が
岩
穴
式
の
石
造
墳
墓
を
安
住
の

地
と
し
て
意
図
的
に
選
択
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
は
曝
葬
後
の
遺
体
が
禽
獣
と
接

触
し
た
り
雨
水
を
汚
す
こ
と
を
避
け
る
他
）
18
（

、
お
そ
ら
く
古
代
イ
ラ
ン
王
族
・
貴
族
の
葬
送

の
伝
統
に
も
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
）
19
（

。
メ
ア
リ
ー
・
ボ
イ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
キ
ュ

ロ
ス
大
王
に
始
ま
り
、
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
、
パ
ル
テ
ィ
ア
、
サ
サ
ン
朝
で
は
、
国
王
以
下
の

貴
顕
は
石
室
を
築
き
、
曝
葬
し
た
後
に
遺
骨
を
納
め
た
）
20
（

。

実
際
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
内
部
で
も
葬
法
に
差
異
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
同
じ
ゾ

ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
と
は
い
え
、
王
族
や
祭
司
と
平
信
徒
で
は
、
具
体
的
な
葬
法
は
決
し
て

一
様
で
な
い
。
考
古
資
料
か
ら
、
ペ
ル
シ
ア
帝
国
の
君
主
の
多
く
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
を

篤
く
信
仰
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
必
ず
し
も
曝
葬
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
サ
サ
ン
朝
に
お
い
て
も
、
状
況
は
変
わ
っ
て
い

な
い
。
こ
れ
は
決
し
て
単
に
「
伝
統
的
な
慣
習
を
改
変
す
る
こ
と
は
、
宗
教
信
仰
の
改
変

よ
り
余
程
困
難
で
あ
る
）
21
（

」
ゆ
え
で
は
な
い
。
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
の
君
主
は
古
代
イ
ラ
ン
の
王

族
・
貴
族
の
伝
統
を
遵
守
し
、
遺
体
に
香
を
塗
っ
て
防
腐
処
理
を
施
し
た
上
で
石
造
墓
内

に
安
置
し
た
。
こ
れ
は
「
天
国
に
昇
る
こ
と
を
渇
望
し
、
来
世
の
再
生
を
願
う
こ
と
は
貴

族
階
級
の
特
権
で
あ
っ
た
」
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
）
22
（

。
建
国
の
王
で
あ
る
キ
ュ
ロ
ス
一
世
は

正
統
的
な
葬
法
で
あ
る
曝
葬
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
一
見
す
る
と
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
教

義
に
違
反
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
墓
は
防
腐
処
理
を
施
さ
れ
た
遺
体
と
生

け
る
も
の
が
接
触
し
な
い
よ
う
注
意
を
払
っ
て
造
営
さ
れ
て
お
り
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の

教
義
を
遵
守
し
た
も
の
と
い
え
る
）
23
（

。
実
際
、
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
の

ア
ル
サ
ケ
ス
朝
パ
ル
テ
ィ
ア
、
サ
サ
ン
朝
に
お
い
て
も
固
有
の
伝
統
が
堅
持
さ
れ
、
国
王

の
遺
体
は
防
腐
処
理
を
施
さ
れ
た
上
で
、
石
造
墓
に
埋
葬
さ
れ
た
）
24
（

。
よ
っ
て
、
ゾ
ロ
ア
ス

タ
ー
教
が
盛
ん
で
あ
っ
た
時
代
、
王
族
は
そ
の
教
義
に
違
反
し
な
い
形
で
あ
れ
ば
、
高
貴
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な
地
位
を
維
持
す
る
た
め
に
遺
体
を
曝
葬
し
な
い
こ
と
が
許
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以

上
か
ら
、「
棄
屍
于
山
（
屍
を
山
に
棄
つ
る
）」
こ
と
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
独
自
の
葬
法
で

あ
り
、
し
か
も
主
に
祭
司
と
一
般
庶
民
が
遵
守
す
る
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
）
25
（

。

イ
ラ
ン
の
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
州
に
は
、
ア
ト
ロ
パ
テ
ネ
の
時
代
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー

教
遺
址
が
現
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ァ
フ
リ
ー
カ
ー
（Fakhrika

）
の
摩
崖
墓
で
あ
る
。

同
遺
址
は
ウ
ル
ミ
ア
湖
東
南
の
丘
の
地
面
か
ら
約
五
m
の
位
置
に
あ
る
。
前
室
と
墓
室

か
ら
な
り
、
墓
室
内
に
は
四
つ
の
石
龕
が
あ
る
が
、
そ
の
大
き
さ
は
成
人
の
遺
体
を
安
置

す
る
に
は
足
ら
ず
、
オ
ッ
ス
ア
リ
（
納
骨
器
）
の
安
置
場
所
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
遺

骸
を
ま
ず
裸
葬
（
裸
の
遺
体
を
曝
葬
）
し
た
後
、
骨
を
あ
つ
め
て
安
置
す
る
の
が
ゾ
ロ
ア

ス
タ
ー
教
の
葬
法
で
あ
っ
た
。
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
省
は
曾
て
小
メ
デ
ィ
ア
と
呼
ば
れ

て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
大
メ
デ
ィ
ア
と
呼
ば
れ
た
地
域
は
ハ
マ
ダ
ー
ン
や
ラ
ガ
な
ど

の
都
市
を
擁
し
、
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
時
代
の
摩
崖
墓
が
多
数
発
見
さ
れ
て
お
り
、
キ
ズ
カ

パ
ン
（Q

izqapan,

イ
ラ
ク
領
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
）、
ク
ル
・
ウ
・
キ
チ
（K

uru-u-K
ich,

イ

ラ
ク
領
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
）、
ド
ゥ
ッ
カ
ー
ネ
・
ダ
ー
ウ
ー
ド
（D

ukkan-I-D
aud,

ホ
ラ
サ

ン
大
道
の
ザ
グ
ロ
ス
山
脈
中
に
お
け
る
隘
路
）、
ラ
ヴ
ァ
ー
ン
サ
ル
（R

avansar,

ケ
ル
マ
ン

シ
ャ
ー
西
北
）、
サ
フ
ネ
（Sakhna, 

ケ
ル
マ
ー
ン
と
ハ
マ
ダ
ー
ン
の
間
）、
ビ
ー
ソ
ト
ゥ
ー
ン

（Behistun

）
南
方
の
一
群
の
摩
崖
墓
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
摩
崖
墓
の
建
築
様
式
は
様
々

で
あ
る
が
、
共
通
の
機
能
は
遺
骨
が
汚
染
さ
れ
な
い
安
全
な
安
置
場
所
を
提
供
す
る
こ
と

挿図 3 盬池 子梁墓地 平面図

挿図 4 盬池 子梁墓地Ｍ3号墓 平面・立面図

挿図 5 盬池 子梁墓地Ｍ3号墓 墓門

挿図 6 盬池 子梁墓地Ｍ3号墓 墓室
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で
あ
る
）
26
（

。
こ
れ
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
で
は
埋
葬
に
あ
た
っ
て
土
と
隔
絶
さ
れ
る
こ
と
が

要
求
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。「
ウ
ィ
ー
デ
ー
ウ
ダ
ー
ド
」
第
三
章
第
三
五–

三
九
節
の
規

定
で
は
、
も
し
犬
や
人
の
遺
骸
を
土
に
埋
め
て
半
年
掘
り
出
さ
な
い
者
が
あ
れ
ば
鞭
打
千

回
の
罰
、
一
年
掘
り
出
さ
な
い
者
は
鞭
打
二
千
回
で
、
そ
の
罪
科
は
償
う
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
）
27
（

。

し
た
が
っ
て
、

子
梁
墓
地
の
棺
を
用
い
ず
崖
墓
に
埋
葬
す
る
方
式
は
、
ゾ
ロ
ア
ス

タ
ー
教
の
伝
統
的
な
葬
法
の
一
種
を
、
中
国
に
移
住
し
た
ソ
グ
ド
系
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒

が
継
承
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

他
に
も
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
と
関
係
す
る
棺
を
用
い
な
い
墓
葬
に
、
固
原
九
龍
山
Ｍ
33
が

あ
る
。
M
33
は
九
龍
山
漢
唐
墓
葬
区
の
南
側
に
あ
り
、
単
室
土
洞
墓
で
、
西
南–

東
北
方

向
に
Ｔ
字
型
を
呈
し
、
墓
道
、
過
洞
、
天
井
、
甬
道
と
墓
室
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
斜
坡
式

墓
道
は
墓
室
北
端
に
位
置
し
、
ヴ
ォ
ー
ル
ト
式
の
甬
道
の
北
に
墓
道
が
接
し
、
日
干
し
煉

瓦
で
門
を
封
じ
た
跡
が
残
る
。
墓
室
の
平
面
は
不
規
則
な
梯
子
形
を
呈
し
、
平
底
で
、
四

壁
は
上
部
が
や
や
内
傾
し
、
頂
部
は
既
に
崩
落
し
て
い
る
が
ド
ー
ム
式
で
あ
っ
た
と
見
ら

れ
る
。
夫
婦
合
葬
墓
で
、
葬
具
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
二
体
の
人
骨
は
頭
を
東
に
、
足

を
西
に
向
け
、
墓
室
南
北
両
側
に
分
置
さ
れ
て
い
た
。
北
側
は
男
性
で
三
五
～
四
〇
歳
、

南
側
は
女
性
で
二
五
～
三
五
歳
で
あ
る
。
副
葬
品
は
金
貨
、
金
製
装
飾
品
と
少
量
の
陶
器

等
で
あ
る
。
北
側
の
墓
主
は
金
製
冠
飾
と
金
製
顎
托
〔
＝
結
束
具
〕
を
つ
け
（
挿
図
7
）、

左
頬
の
上
下
に
金
の
帯
と
留
金
具
が
あ
っ
た
。
南
側
の
墓
主
夫
人
の
頭
部
に
は
穴
を
開
け

た
東
ロ
ー
マ
金
貨
が
あ
り
）
28
（

、
墓
室
東
壁
の
南
寄
り
に
陶
罐
残
片
と
、
陶
盆
残
片
が
あ
っ

た
。M

33
か
ら
紀
年
史
料
は
出
土
し
て
い
な
い
も
の
の
、
出
土
遺
物
や
墓
葬
形
式
か
ら
、
年

代
は
隋
末
唐
初
と
推
定
さ
れ
て
い
る
）
29
（

。
墓
主
夫
婦
の
頭
骨
は
両
者
と
も
鼻
骨
の
隆
起
が
明

確
で
鼻
棘
が
発
達
し
て
お
り
、
面
部
は
水
平
方
向
に
突
出
し
矢
状
面
の
尖
度
が
小
さ
い
等

挿図 7-3 下顎托出土状況

挿図 7-1 固原 九龍山墓地Ｍ33号墓 平面・立面図

挿図 7-2 金製冠飾描き起こし図
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の
特
徴
が
あ
り
、
西
方
コ
ー
カ
ソ
イ
ド
の
類
型
に
属
す
る
。
墓
主
の
金
製
冠
飾
は
、
隋
・

虞
弘
墓
石
槨
浮
彫
の
第
五
幅
中
に
見
え
る
よ
う
な
帳
幕
を
模
し
た
も
の
で
、
墓
主
の
霊
魂

が
中
間
界
に
入
る
よ
う
に
と
い
う
願
い
の
表
れ
で
あ
り
、
中
央
日
月
装
飾
両
側
の
一
対
の

雁
は
、
墓
主
が
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
ズ
ル
ワ
ー
ン
派
の
信
徒
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
）
30
（

。
九
龍

山
Ｍ
33
の
墓
道
口
が
北
向
き
で
あ
る
こ
と
が
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
方
位
観
に
関
係
す
る

と
す
れ
ば
、
遺
体
の
頭
部
を
北
に
向
け
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
慣
習
に
関
わ
る
の
で
あ
ろ

う
）
31
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
別
稿
で
論
じ
た
た
め
、
贅
言
し
な
い
。

Ｍ
33
の
墓
主
夫
人
は
、
東
ロ
ー
マ
金
貨
を
胸
前
に
か
け
て
装
飾
品
に
し
て
い
る
。
隋
唐

期
、
中
原
の
漢
人
貴
族
は
外
国
の
金
銀
貨
を
身
に
つ
け
て
副
葬
す
る
習
慣
を
受
容
し
て
お

ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
葬
法
は
中
国
に
移
住
し
た
ソ
グ
ド
人
に
関
係
す
る
）
32
（

。
長
安
と
洛
陽
両

京
の
墓
葬
か
ら
出
土
し
た
サ
サ
ン
銀
貨
が
珍
宝
と
し
て
副
葬
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
が
、
銀
貨
の
多
く
は
穴
が
開
け
ら
れ
、
ア
ク
セ
サ
リ
ー
と
し
て
身
に
つ
け
ら
れ
た
。
こ

れ
も
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
の
習
慣
で
、
通
常
、
女
性
と
結
び
つ
け
ら
れ

る
。
よ
っ
て
、
九
龍
山
Ｍ
33
墓
の
墓
主
夫
人
は
ソ
グ
ド
系
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
）
33
（

。

四
世
紀
初
頭
か
ら
八
世
紀
半
ば
ま
で
、
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
中
国
北
方
に
至
る
陸
の
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
上
に
ソ
グ
ド
人
は
完
璧
な
物
流
・
貿
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
い
た
。
北
朝
か
ら

隋
唐
期
に
か
け
て
中
国
に
至
っ
た
ペ
ル
シ
ア
人
は
主
に
外
交
・
政
治
上
の
使
命
を
担
っ
た

使
者
で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
の
商
人
で
は
な
か
っ
た
。
ペ
ル
シ
ア
人
が
ソ
グ
ド
人
が
築

い
た
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
参
入
し
、
中
央
ア
ジ
ア
と
中
国
本
土
の
商
業
的
利
益
を
奪
取

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
ら
し
い
）
34
（

。
す
な
わ
ち
、
当
時
東
西
を
奔
走
し
て
い
た
キ
ャ
ラ

バ
ン
の
中
心
に
い
た
の
は
、
ソ
グ
ド
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
）
35
（

。
ま
た
唐
代
前
期
に
お
け
る

ソ
グ
ド
人
の
通
婚
習
慣
）
36
（

か
ら
見
て
も
、
九
龍
山
Ｍ
33
の
被
葬
者
は
ソ
グ
ド
人
と
見
ら
れ

る
）
37
（

。他
に
も
棺
が
用
い
ら
れ
な
い
墓
葬
は
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
ト
ル
フ
ァ
ン
地
区
交
河

故
城
溝
西
墓
地
に
お
け
る
康
氏
一
族
の
墓
域
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
溝
西
墓
地
最
大
の
墓

域
の
一
つ
で
あ
る
。
墓
域
の
平
面
は
長
方
形
で
東
面
し
、
東
側
に
長
方
形
の
門
道
が
あ

る
。
合
計
三
三
基
の
墓
葬
が
あ
り
、
う
ち
三
十
基
は
斜
坡
道
洞
室
墓
、
三
基
が
竪
穴
偏
室

墓
で
あ
る
。
墓
の
方
位
は
墓
域
自
体
の
方
位
と
一
致
し
て
お
り
、
南
北
・
東
西
に
列
を
な

す
。
年
代
は
、
麴
氏
高
昌
国
晩
期
か
ら
唐
西
州
時
代
早
期
で
あ
る
。
康
氏
は
当
時
、
交
河

故
城
に
に
お
け
る
一
大
氏
族
で
あ
っ
た
。
墓
誌
に
よ
る
と
、
康
氏
は
一
定
の
政
治
的
地
位

に
あ
る
官
吏
の
一
族
で
、
ソ
グ
ド
の
昭
武
九
姓
の
う
ち
康
国
人
の
後
裔
で
あ
り
、
既
に
帰

化
・
漢
化
し
て
高
昌
国
と
唐
西
州
の
属
民
と
な
っ
て
い
た
。
竪
穴
偏
室
墓
は
、
当
地
の
春

秋
戦
国
時
代
か
ら
車
師
王
国
時
代
に
か
け
て
車
師
人
が
用
い
た
墓
葬
形
式
で
あ
る
。
康
氏

墓
地
の
う
ち
三
基
が
こ
の
形
式
を
採
用
し
て
い
る
が
、
副
葬
品
の
年
代
は
康
氏
の
墓
葬
全

般
と
一
致
す
る
。
こ
れ
ら
三
基
の
墓
主
で
あ
る
康
氏
の
成
員
は
、
車
師
人
の
後
裔
と
通
婚

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
康
氏
一
族
の
墓
域
内
の
墓
葬
は
、
い
ず
れ
も
棺
を
用
い
ず
棺
床

上
に
遺
体
を
安
置
す
る
方
式
を
採
る
。
他
に
も
骨
灰
が
入
っ
た
罐
が
墓
葬
に
見
ら
れ
、
ソ

グ
ド
固
有
の
埋
葬
習
慣
が
保
た
れ
て
い
た
ら
し
い
）
38
（

。
溝
西
墓
地
康
氏
一
族
の
墓
葬
は
、
棺

を
使
用
し
な
い
葬
法
が
ソ
グ
ド
人
の
後
裔
と
関
連
す
る
こ
と
の
証
左
と
い
え
よ
う
。

子
梁
、
固
原
九
龍
山
Ｍ
33
と
交
河
故
城
溝
西
康
氏
墓
域
に
例
証
さ
れ
る
よ
う
に
、
棺

を
使
用
し
な
い
葬
法
は
中
古
の
中
国
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
に
関
係
す

る
。
こ
れ
が
太
原
地
区
に
お
け
る
棺
を
用
い
な
い
墓
葬
の
文
化
的
属
性
を
判
断
す
る
手
が

か
り
と
な
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

但
し
、
棺
を
使
用
し
な
い
葬
法
は
中
国
に
移
住
し
た
ソ
グ
ド
系
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の

唯
一
の
埋
葬
法
で
は
決
し
て
な
く
、
例
え
ば
固
原
南
郊
の
史
氏
一
族
の
墓
地
で
は
、
唐
政

府
が
制
定
し
た
単
室
磚
墓
を
採
用
し
て
い
る
（
挿
図
8
）。
固
原
史
氏
は
中
央
ア
ジ
ア
史

国
（
キ
ッ
シ
ュ
）
出
身
の
ソ
グ
ド
人
の
後
裔
で
あ
り
、
墓
誌
に
よ
る
と
北
朝
に
仕
え
て
原

州
に
移
住
し
た
と
い
う
。
史
氏
の
墓
葬
六
基
の
う
ち
、
史
訶
耽
の
官
品
が
最
も
高
く
三
品

太
原
金
勝
村
唐
墓
再
考
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は
唐
代
に
は
原
州
地
区
の
馬
政
を
管
掌
し
、
北
朝
～
隋
唐
期
の
原
州
ソ
グ
ド
人
聚
落
に
お

い
て
、
謂
わ
ば
政
教
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
所
轄
下
の
人
々
も
同
じ
く
ズ
ル
ワ
ー

ン
派
で
あ
っ
た
蓋
然
性
は
極
め
て
高
い
。
中
古
の
原
州
に
お
い
て
ズ
ル
ワ
ー
ン
神
信
仰
が

存
在
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

実
際
に
様
々
な
痕
跡
か
ら
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
ズ
ル
ワ
ー
ン
派
は
中
古
中
国
に
お
け
る

ソ
グ
ド
人
が
信
仰
す
る
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
主
要
な
一
派
で
あ
っ
た
。
ズ
ル
ワ
ー
ン
派
は

中
央
ア
ジ
ア
に
伝
播
し
、
イ
ン
ダ
ス
河
上
流
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
古
道
の
摩
崖
に
は
、
ソ
グ

ド
語
の
ズ
ル
ワ
ー
ン
神
の
名
“Zrw

m
”が
見
え
る
）
45
（

。
敦
煌
吐
魯
番
文
書
に
お
け
る
ソ
グ
ド

系
胡
人
の
人
名
中
、
最
も
多
い
の
は
「
槃
陀
」
の
同
音
で
あ
る
。
西
安
東
南
沙
坡
村
出
土

の
「
ズ
ル
ワ
ー
ン
神
の
僕
」
の
ソ
グ
ド
語
刻
銘
の
あ
る
ソ
グ
ド
銀
碗
と
、
上
述
の
固
原
史

氏
を
関
連
づ
け
る
と
、
い
ず
れ
も
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
主
要
幹
線
と
東
方

北
側
の
路
線
上
に
分
布
し
て
お
り
、
ズ
ル
ワ
ー
ン
派
が
中
古
の
中
国
に
伝
播
し
た
路
線
が

浮
か
び
上
が
る
。
上
述
の
西
安
沙
坡
村
出
土
の
ソ
グ
ド
銀
碗
は
、
唐
代
の
都
・
長
安
に
お

け
る
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
大
凡
の
傾
向
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
お
そ
ら

く
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
内
で
異
端
と
さ
れ
る
ズ
ル
ワ
ー
ン
派
を
奉
じ
て
い
た
こ
と
が
、
そ

の
信
徒
が
東
方
の
中
国
に
移
住
し
て
き
た
主
な
理
由
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
単
室
磚
墓
に
埋
葬
さ
れ
た
固
原
史
氏
が
信
仰
し
て
い
た
の
は
ゾ
ロ
ア

ス
タ
ー
教
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
中
の
ズ
ル
ワ
ー
ン
派
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ

で
は
、
彼
ら
の
信
仰
と
葬
法
に
は
、
何
か
し
ら
の
矛
盾
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
は
実
際
、
墓
室
に
類
似
し
た
埋
葬
形
式
を
用
い
る
こ
と
が
で
き

た
。
フ
ラ
ン
ツ
・
グ
ル
ネ
は
、
古
代
イ
ラ
ン
の
宗
教
と
密
接
に
関
連
す
る
葬
法
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。

人
の
死
後
、「
屍
肉
を
除
去
す
る
儀
式
」
が
三
段
階
に
分
け
て
行
わ
れ
た
。
第
一
段

階
に
お
い
て
―
―
こ
れ
は
悪
天
候
の
時
や
晩
刻
を
ま
わ
っ
た
時
な
ど
、
死
後
直
ち
に

遺
体
処
理
場
に
運
べ
な
い
状
況
に
あ
る
時
の
た
め
の
規
定
で
あ
る
―
―
遺
体
を
屋
内

も
し
く
は
掘
っ
た
穴
の
中
か
、
仮
の
遺
体
安
置
の
た
め
に
造
ら
れ
た
専
用
の
施
設
内

に
安
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
段
階
で
は
、
遺
体
を
肉
食
の
禽
獣
に
与
え
る
た

め
に
曝
す
場
所
に
運
ば
れ
る
。
原
則
と
し
て
、
確
実
に
犬
や
腐
肉
を
つ
い
ば
む
猛
禽

が
寄
り
つ
く
よ
う
、
遺
体
は
で
き
る
限
り
高
所
に
置
か
れ
る
。
…
殯
の
最
後
の
段
階

は
、
肉
が
除
か
れ
た
後
の
骨
の
処
理
で
あ
る
。
当
時
、
相
互
に
矛
盾
し
な
い
二
種
の

方
法
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
骨
を
そ
の
ま
ま
同
じ
場
所
に
留
め
置
い
て
日
光
の
下
に

曝
す
こ
と
で
、屍
肉
は
既
に
除
か
れ
て
い
る
た
め
疫
病
を
引
き
起
こ
す
危
険
も
な
い
。

も
う
一
つ
は
、
骨
を
閉
ざ
さ
れ
た
構
築
物
か
、
納
骨
器
（
オ
ッ
ス
ア
リ
）
の
中
に
納

め
る
こ
と
で
あ
る
）
（4
（

。

 

も
し
沈
黙
の
塔
（
ダ
ク
マ
）
が
周
囲
に
な
い
状
況
で
あ
れ
ば
、
絨
毯
と
枕
を
下
に
敷
い

て
遺
体
を
地
上
に
安
置
し
、
死
者
を
天
の
光
・
太
陽
に
包
ま
せ
る
こ
と
も
許
さ
れ
た

（Vendīdād, Fargard V

）
47
（

）。
太
陽
の
光
は
死
者
の
霊
魂
を
天
上
に
飛
翔
さ
せ
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

バ
ル
ト
ル
ド
に
よ
る
と
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
葬
礼
は
三
段
階
に
分
け
て
実
施
さ
れ

る
。
第
一
に
、
人
が
死
ぬ
と
、
遺
体
は
し
ば
し
専
用
の
場
所
（kata

）
に
留
め
置
か
れ
る
。

第
二
に
、
遺
体
は
「
沈
黙
の
塔
」（D

akhm
a

）
の
遺
体
曝
し
台
に
置
か
れ
、
犬
と
鳥
に
肉

を
食
べ
さ
せ
る
。
第
三
に
「
沈
黙
の
塔
」
か
ら
骨
を
取
り
出
し
、
洗
浄
し
た
後
に
、
地
上

の
墓
―
―
ナ
ウ
ス
（naus

）
に
入
れ
ら
れ
る
）
48
（

。

こ
の
よ
う
に
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
遺
骨
は
納
骨
器
に
お
さ
め
る
他
、
密
閉
さ
れ
た

構
造
物
内
に
安
置
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
構
造
物
は
中
央
ア
ジ
ア
で
は
ナ
ウ

ス
と
呼
ば
れ
る
が
、
実
質
は
墓
と
同
様
で
あ
る
。
当
然
、
先
述
の
ペ
ル
シ
ア
に
お
け
る
崖
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墓
も
一
種
の
ナ
ウ
ス
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ペ
ン
ジ
ケ
ン
ト
の
シ
ャ
フ
リ
ス
タ
ン
の
南
に
約
一
五
箇
の
小
丘
が
あ
り
、
そ
の
下
に
六

―
八
世
紀
の
墳
墓
が
あ
る
。
墓
は
方
形
か
長
方
形
で
小
屋
の
よ
う
で
あ
り
、
内
部
の
面
積

は
大
半
が
四
・
五
m
四
方
、
壁
の
厚
さ
は
約
一
m
で
あ
る
。
本
来
は
入
口
に
木
造
の
門

が
あ
っ
た
が
、
後
に
毀
さ
れ
て
い
る
。
内
壁
三
面
に
骨
壺
（
納
骨
器
）
を
安
置
す
る
よ
う

ベ
ン
チ
状
の
台
〔
＝
ス
ー
フ
ァ
〕
を
築
く
。
比
較
的
大
き
い
墓
で
は
大
凡
十
箇
の
骨
壺
が

あ
り
、
一
家
族
に
属
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
）
49
（

（
挿
図
9
、

挿
図
10
）。

ア
ク
・
ベ
シ
ム
第
三
号
発
掘
地
点
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー

教
徒
の
墓
葬
で
あ
る
。
大
き
な
陶
罐
に
肉
を
除
去
し
た
後

の
骨
が
納
め
ら
れ
、
陶
罐
は
地
上
に
建
て
ら
れ
た
墓
室

（naus

）
内
に
安
置
さ
れ
て
い
た
。
墓
室
は
版
築
か
磚
築

で
造
ら
れ
て
い
る
）
50
（

。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
『
通
典
』
の
記
述
を
想
起
さ
せ
る
。

同
書
巻
一
九
三
が
引
用
す
る
『
西
蕃
記
』
康
国
条
に
、
下

記
の
記
載
が
見
え
る
。

俗
事
天
神
、
崇
敬
甚
重
。
崇
敬
甚
重
。
云
神
兒
七

月
死
、
失
骸
骨
、
事
神
之
人
毎
至
其
月
、
倶
著
黒

疊
衣
、
徒
跣
撫
胸
号
哭
、
涕
涙
交
流
。
丈
夫
、
婦

女
三
五
百
人
散
在
草
野
、求
天
兒
骸
骨
、七
日
便
止
。

国
城
外
別
有
二
百
余
戸
、
専
知
喪
事
。
別
築
一
院
、

院
内
養
狗
。
毎
有
人
死
、
即
往
取
屍
、
置
此
院
内
、

令
狗
食
之
、
肉
盡
収
骸
骨
、
埋
殯
無
棺
槨
）
（5
（

。

犬
に
屍
肉
を
食
わ
せ
る
こ
と
は
伝
統
的
な
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
葬
儀
で
は
見
ら
れ

ず
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
が
中
央
ア
ジ
ア
に
伝
播
し
て
か
ら
当
地
の
葬
礼
の
影
響
を
受
け
た

（
中
央
ア
ジ
ア
化
し
た
）
も
の
で
あ
る
。

先
に
引
用
し
た
寧
夏
盬
池
県

子
梁
墓
地
Ｍ
3
墓
か
ら
出
土
し
た
墓
誌
に
よ
る
と
、
ソ

グ
ド
人
の
後
裔
で
あ
る
何
府
君
は
「
殯
」
の
後
、
僅
か
十
一
日
後
に
遷
葬
さ
れ
て
い
る
。

挿図 9 ペンジケント1-6号ナウス平面・立面図（1948年発掘）

挿図 10 ペンジケント17-19号ナウス（南側から北をのぞむ）
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こ
の
遷
葬
と
は
こ
の
前
に
曝
葬
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
と
解
釈
で
き
る
。

ま
た
、
康
杴
は
、「
以
顕
慶
元
年
二
月
十
八
日
先
天
而
逝
、
春
秋
六
十
有
五
。
夫
人
曹

氏
…
以
永
隆
二
年
六
月
一
日
終
於
私
第
、
春
秋
七
十
有
五
。
還
以
其
年
八
月
六
日
改
袝
於

邙
山
）
52
（

。」
と
い
う
。
こ
の
「
改
袝
」
の
二
字
か
ら
、
夫
人
の
曹
氏
は
殯
の
後
、
最
初
は
北

邙
の
夫
・
康
杴
の
墓
穴
に
埋
葬
さ
れ
ず
、
殯
か
ら
二
ヶ
月
と
五
日
を
経
て
康
杴
の
墓
穴
に

遷
葬
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
曹
氏
の
遺
体
は
、
殯
の
後
ま
ず
は
曝
葬
の
形
式
で
処
理
さ

れ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。

「
龍
潤
墓
誌
」
に
よ
る
と
、
永
徽
四
年
九
月
十
日
、
龍
潤
は
安
仁
坊
の
私
第
で
没
し
た

後
、「
潜
霊
殯
室
、
待
吉
邀
時
。
永
徽
六
年
二
月
廿
日
、
附
身
附
槨
、
必
誠
必
信
、
送
終

礼
備
、
與
夫
人
何
氏
、
合
葬
于
幷
州
城
北
廿
里
井
谷
村
東
義
井
村
北
）
53
（

」
と
い
う
。
中
国
に

も
遺
体
を
暫
く
仮
安
置
す
る
慣
習
が
あ
る
と
は
い
え
、
薩
宝
府
の
長
史
で
あ
っ
た
龍
潤
が

祆
教
徒
で
あ
っ
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
ソ
グ
ド
の
文
化
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、「
潜
霊
殯

室
」
と
は
龍
潤
の
遺
体
が
曝
葬
さ
れ
た
後
、
骨
を
納
め
て
暫
し
一
所
に
仮
安
置
し
、
合
葬

の
時
（
二
次
葬
）
を
見
計
ら
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、
中
国
に
移
住
し
た
祆
教
徒

が
曝
葬
後
の
骨
を
仮
安
置
し
た
場
所
を
「
殯
室
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

二
〇
〇
七
年
四
月
、
山
西
省
汾
陽
市
勝
利
西
街
で
唐
永
徽
六
年
（
六
五
五
）
の
曹
怡
墓

（
挿
図
11
）
が
発
掘
さ
れ
た
。
曹
怡
墓
は
隅
丸
方
形
単
室
磚
墓
で
、
墓
道
は
発
掘
整
理
さ

れ
て
い
な
い
。
墓
室
は
三
m
四
方
で
、
被
葬
者
の
遺
骨
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
器
物

一
五
件
が
残
存
し
、
墓
室
の
四
壁
の
下
に
散
在
し
て
い
た
。
内
訳
は
高
頸
の
陶
罐
三
件
、

青
磁
梅
瓶
一
件
、
青
磁
龍
文
柄
鶏
首
壺
一
件
、
陶
俑
九
件
、
墓
誌
一
方
で
あ
る
。
陶
俑
に

は
官
帽
を
戴
い
た
俑
、
武
士
俑
、
男
女
の
侍
者
の
俑
が
あ
っ
た
。
簡
報
は
、
こ
れ
を
火
葬

墓
と
推
測
す
る
）
54
（

。
曹
怡
は
中
国
に
移
住
し
た
ソ
グ
ド
人
の
後
裔
で
あ
り
、
父
の
曹
遵
は
唐

の
介
州
薩
宝
府
の
車
騎
騎
都
尉
（
従
五
品
の
勲
官
）
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
曹
遵
は
祆
教

徒
で
あ
り
、
同
じ
く
騎
都
尉
で
あ
っ
た
曹
怡
も
祆
教
徒
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
）
55
（

。
簡
報
に
よ
る

と
、
こ
れ
ま
で
盗
掘
に
遭
っ
て
い
な
い
が
墓
室
に
骨
灰
が
置
か
れ
た
痕
跡
が
な
く
、
ま
た

遺
体
や
骨
灰
が
墓
道
に
置
か
れ
た
可
能
性
も
あ
り
得
な
い
。
以
上
か
ら
、
曹
怡
の
骨
が
発

見
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
祆
教
徒
で
あ
っ
た
曹
怡
が
別
の
場
所
で
曝
葬
に
附
さ
れ
て
骨
が

全
て
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
墓
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
と
し
か
考
え
ら
れ
な

い
。
遺
骨
が
失
わ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
曹
怡
の
子
孫
が
墓
を
造
っ
た
の
は
、
曹
怡
が
享
受

し
た
政
治
的
処
遇
を
顕
示
す
る
た
め
に
過
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

固
原
南

Ｍ
30
号
墓
は
、
平
面
が
「
刀
」
字
型
を
呈
す
る
単
室
土
洞
墓
で
あ
る
。
墓
室

内
に
人
骨
や
葬
具
の
痕
跡
は
認
め
ら
れ
ず
、
山
羊
の
完
全
な
骨
格
が
二
体
分
あ
る
の
み

で
、
一
体
は
墓
室
中
部
に
、
も
う
一
体
は
墓
室
西
南
側
に
あ
る
。
山
羊
二
体
の
骨
は
墓
室

空
間
の
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
こ
の
墓
に
人
を
埋
葬
も
し
く
は
遷
葬
し
た
可
能
性
は
低

い
。
ま
た
、
墓
室
内
に
他
の
副
葬
品
は
見
ら
れ
な
い
）
56
（

。
同
じ
く
固
原
南
塬
の
Ｍ
39
号
墓
は

墓
室
の
形
式
が
Ｍ
30
号
墓
と
同
様
で
、
や
は
り
墓
室
内
に
人
骨
や
木
棺
の
痕
跡
が
見
ら
れ

挿図 11 曹怡墓 平面・立面図
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る
。
誌
蓋
は
縦
三
三
・
四
㎝
、
横
三
四
・
五
㎝
、
厚
さ
六
・
七
㎝
で
あ
り
、
墓
誌
面
は
格

子
状
に
浅
く
線
刻
さ
れ
、
誌
文
も
白
粉
を
用
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
字
は
模
糊
と
し
て
判

然
と
し
な
い
か
、
完
全
に
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
一
一
行
×
一
一
字
に
縦
書
さ
れ

る
。
誌
文
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

君
諱
祖
字
仁
楽
平
郡
人
也

縁
家
之

里
道

至

啓
運
之
期
投
節
従
戎

（
指
）
麾
万
里

機
改

殉

故
敏

徳

足
将

精

之
宝

幷
詳
諸
史

可
言

曾
祖

楊
公
祖

史
父

任
京
師
司
戸
学
窮
義
理
文

詞
宗
驥
足
馳
馳
嗣
方
奄

銘
曰

路
杳
杳

万

勒
此
銘
）
（5
（

す
な
わ
ち
墓
主
は
楽
平
郡
（
現
在
の
山
西
省
昔
陽
県
）
の
人
で
、
父
は
京
州
の
司
戸
に

任
じ
ら
れ
て
い
た
。
京
州
は
都
も
し
く
は
陪
都
の
所
在
地
の
こ
と
で
、
後
に
府
と
改
称
さ

れ
て
い
る
。
墓
主
の
父
が
曾
て
京
州
の
司
戸
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
太
原
の
司
戸
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
狄
仁
傑
は
幷
州
の
人
で
、
幷
州
都
督
府
の
法
曹
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
金
勝
村
五
号
墓
に
狄
公
望
（
仁
傑
）
が
雲
を
見
て
親
を
思
う
故
事
に
取
材
し

た
屛
風
画
が
描
か
れ
る
の
は
、
大
方
こ
の
絵
を
見
て
自
己
研
鑽
に
励
む
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
太
原
の
地
域
性
が
濃
厚
な
主
題
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
太
原
金
勝
村
唐

ず
、
墓
室
の
東
壁
中
部
で
玉
石
一
箇
と
豚
の
犬
歯
一
枚
が
発
見
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
）
57
（

。

固
原
南

の
隋
唐
期
墓
地
と
、
固
原
南
郊
史
氏
墓
地
は
隣
合
っ
て
お
り
、
北
朝
～
隋
唐
期

に
ソ
グ
ド
人
が
陸
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
お
い
て
優
勢
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
こ
れ

ら
の
墓
葬
の
背
景
に
先
の
曹
怡
墓
と
同
様
の
事
情
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

北
周
・
安
伽
墓
等
ソ
グ
ド
人
の
墓
葬
に
お
い
て
、
葬
礼
美
術
に
は
墓
主
夫
婦
が
両
者
と

も
表
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
何
故
墓
主
の
遺
体
の
み
あ
っ
て
墓
主
夫
人
の
遺
体
が

な
い
の
か
、
曹
怡
墓
の
状
況
か
ら
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
如
く
、
盬
池

子
梁
墓
地
は
曝
葬
後
の
骨
を
納
め
た
場
所
で
あ
っ
た
に
相
違
な

く
、
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ナ
ウ
ス
に
も
似
る
。

子
梁
墓
地
と
固
原
九
龍
山
Ｍ
33
号
墓

は
、
い
ず
れ
も
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
伝
統
的
な
埋
葬
形
式
を
示
し
て
い
る
）
58
（

。
一
方
、
固
原

史
氏
一
族
の
墓
地
は
、
為
政
者
で
あ
る
隋
唐
王
朝
が
認
め
る
葬
法
を
前
提
に
し
つ
つ
も
、

そ
の
種
族
の
文
化
と
も
矛
盾
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
中
古
の
中
国
に
お
い
て
ソ
グ
ド
人

の
後
裔
が
採
用
し
た
葬
法
は
、
決
し
て
ソ
グ
ド
本
来
の
文
化
に
反
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
太
原
金
勝
村
唐
墓
の
葬
法
は
上
述
の
両
者
の
中
間
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
中

国
に
移
住
し
た
ソ
グ
ド
人
の
後
裔
の
墓
葬
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と
推
定
さ
れ
よ
う
。

三

同
一
の
政
治
的
地
位
と
文
化

上
述
の
太
原
晋
源
区
金
勝
村
墓
は
相
互
に
距
離
が
近
く
、
そ
の
う
ち
三
号
、
四
号
、
五

号
、
六
号
墓
の
四
基
は
金
勝
村
西
南
〇
・
五
㎞
の
地
点
に
集
中
し
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、

こ
れ
ま
で
の
報
告
で
は
墓
地
全
体
の
平
面
図
が
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。

金
勝
村
唐
墓
群
に
顕
著
な
文
化
的
共
通
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
墓
主
の
政
治
的
地
位

や
文
化
的
属
性
が
同
様
で
あ
る
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
こ
れ
を
単
に
「
地
域
的

特
徴
」
と
す
る
と
、
充
分
に
解
釈
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
。
多
く
は
墓
誌
を
欠
く
が
、
幸

い
五
号
墓
か
ら
は
出
土
し
て
お
り
、
多
少
は
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
。
墓
誌
は
片
面
縄
文

方
磚
二
件
か
ら
構
成
さ
れ
、
誌
蓋
の
四
つ
の
斜
面
に
は
白
粉
で
唐
草
文
が
描
か
れ
て
い
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墓
が
文
化
的
源
流
を
同
じ
く
す
る
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
、
墓
葬
の
形
式
・
規
模
が
大
凡
同

じ
で
あ
る
こ
と
は
、
墓
主
等
の
政
治
的
身
分
や
経
歴
、
文
化
的
指
向
性
が
同
様
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
無
論
、
こ
の
中
に
家
族
墓
地
が
存
在
す
る
可
能
性
も
排
除
で
き
な

い
。金

勝
村
五
号
墓
の
墓
主
夫
人
の
頭
蓋
骨
の
前
に
置
か
れ
た
漆
盒
内
に
は
珠
と
他
の
装
飾

品
が
あ
り
、
本
来
は
女
性
用
の
首
飾
を
構
成
し
て
い
た
。
漆
盒
内
に
は
サ
サ
ン
銀
貨
も
納

め
ら
れ
て
い
た
が
こ
の
位
置
は
洛
陽
の
岳
家
村
30
号
唐
墓
に
お
け
る
サ
サ
ン
銀
貨
の
状
況

と
同
じ
で
あ
り
）
60
（

、
し
か
も
後
者
の
墓
主
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
胡
人
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
。
隋
唐
期
に
お
い
て
外
国
の
金
銀
貨
を
身
に
つ
け
て
副
葬
す
る
習
慣
は
ソ
グ
ド
人
と

関
係
す
る
こ
と
か
ら
、
五
号
墓
の
墓
主
夫
人
は
ソ
グ
ド
人
の
後
裔
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
。
ま
た
唐
前
半
期
に
は
ソ
グ
ド
人
同
士
が
通
婚
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
墓
主
も
お
そ
ら

く
ソ
グ
ド
人
の
後
裔
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

誌
文
を
書
写
す
る
方
法
は
、
金
勝
村
五
号
墓
と
太
原
化
工
焦
化
廠
唐
墓
に
共
通
性
が
認

め
ら
れ
る
。
化
工
焦
化
廠
墓
の
墓
誌
（
標
本
二
七
）
は
青
灰
色
の
方
磚
二
件
か
ら
成
り
、

平
面
は
正
方
形
、
誌
蓋
は

頂
形
で
、
背
面
に
縄
文
の
装
飾
が
あ
る
。
一
辺
四
四
㎝
、
厚

さ
は
一
五
㎝
で
あ
る
。
墓
誌
は
、
墓
道
の
甬
道
を
封
じ
る
門
磚
の
所
に
置
か
れ
、
周
囲
に

は
玉
石
が
敷
か
れ
て
い
た
。
発
見
時
の
目
撃
者
は
、
当
初
、
朱
書
の
文
字
が
あ
っ
た
と
伝

え
る
が
、
整
理
さ
れ
た
時
に
は
既
に
破
損
し
、
字
も
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
）
61
（

。
こ
の
よ
う

な
書
写
法
は
中
古
の
中
国
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
墓
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。

武
周
期
の
ソ
グ
ド
系
処
士
・
康
文
通
の
墓
葬
の
天
王
俑
は
、
金
色
の
箇
所
の
輪
郭
を
朱

砂
を
用
い
て
文
様
を
描
い
て
お
り
、
馬
と
駱
駝
の
俑
も
鼻
と
口
に
朱
砂
を
塗
っ
た
痕
跡
が

残
る
）
62
（

。
新
疆
吐
魯
番
地
区
交
河
故
城
溝
西
墓
地
の
康
氏
一
族
墓
域
の
う
ち
Ｍ
4
、
Ｍ
5
、
Ｍ

6
、
Ｍ
11
、
Ｍ
20
か
ら
墓
誌
が
出
土
し
て
い
る
。
Ｍ
11
の
墓
誌
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
の
を

除
き
、
他
の
四
つ
は
い
ず
れ
も
朱
砂
を
用
い
て
書
写
さ
れ
て
い
る
）
63
（

。

天
水
石
馬
坪
の
石
棺
床
墓
は
、
ソ
グ
ド
人
の
墓
葬
と
墓
の
形
式
や
石
棺
床
、
副
葬
品
等

を
総
合
的
に
比
較
分
析
す
る
と
、
康
業
や
安
伽
等
の
ソ
グ
ド
人
と
同
様
の
文
化
的
背
景
を

有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
）
64
（

。
お
そ
ら
く
は
同
じ
く
薩
宝
の
類
の
官
職
に
つ
い
て
い
た
の

だ
ろ
う
）
65
（

。
こ
こ
で
も
墓
誌
は
朱
砂
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
調
査
時
に
誌
文
は
既
に
模
糊
と

し
て
い
た
。

北
周
史
君
墓
の
石
堂
門
楣
上
に
は
漢
文
・
ソ
グ
ド
語
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
題
銘
が
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
漢
文
題
銘
は
朱
砂
で
書
か
れ
て
い
る
）
66
（

。
史
君
墓
石
堂
内
頂
部
の
木
造
建
築
を
模

し
た
部
分
が
や
は
り
朱
砂
で
描
か
れ
て
い
る
。

西
安
地
区
出
土
の
天
宝
三
歳
（
七
四
四
）「
米
薩
宝
墓
誌
」
も
刻
字
で
は
な
く
、
朱
砂

で
書
か
れ
て
い
た
）
67
（

。
用
材
も
石
で
は
な
く
磚
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。「
唐
安
万
通
墓
誌
」

は
、
朱
書
一
件
、
墨
書
二
件
の
計
三
件
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
）
68
（

。

以
上
の
例
か
ら
、
中
国
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
が
葬
送
に
あ
た
っ
て
朱
砂
を
と
り
わ
け
愛

好
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
す
る
と
、
山
西
の
曹
怡
墓
に
お
い
て
墓
誌
に
紅
砂
岩
が

選
択
さ
れ
た
の
は
、
色
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
69
（

。

二
〇
一
五
年
、
西
安
長
安
区
に
お
い
て
北
朝
期
の
吐
谷
渾
の
暉
華
公
主
と
柔
然
の
驃
騎

大
将
軍
・
乞
伏
孝
達
の
合
葬
墓
が
発
掘
さ
れ
た
。
墓
誌
二
合
が
出
土
し
て
お
り
、
う
ち
暉

華
公
主
の
墓
誌
は
楷
書
体
を
刻
し
て
い
る
が
、
乞
伏
孝
達
の
墓
誌
は
朱
砂
で
書
写
さ
れ
て

お
り
、
文
字
の
脱
落
が
甚
だ
し
く
判
読
で
き
な
か
っ
た
）
70
（

。

墓
の
中
に
墓
誌
を
置
く
こ
と
は
中
古
の
中
国
に
お
け
る
喪
葬
の
伝
統
で
あ
り
、
ソ
グ
ド

人
貴
族
の
墓
葬
に
お
い
て
も
所
掌
の
中
国
王
朝
の
制
を
受
け
て
必
要
と
さ
れ
た
。
し
か

し
、
ソ
グ
ド
独
自
の
慣
習
へ
の
拘
り
と
漢
民
族
文
化
の
理
解
の
程
度
に
よ
っ
て
、
上
述
の

如
く
ソ
グ
ド
人
貴
族
の
墓
葬
中
に
石
灰
や
朱
砂
で
書
写
し
た
墓
誌
が
出
現
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
或
い
は
、
石
灰
や
朱
砂
で
墓
誌
を
書
く
こ
と
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
民
族
が
中
古
の
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中
国
に
流
寓
し
た
後
に
新
た
に
形
成
さ
れ
た
慣
習
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は

ソ
グ
ド
人
貴
族
が
中
古
の
中
国
に
お
け
る
喪
葬
の
伝
統

と
衝
突
し
た
初
期
の
様
相
を
あ
り
あ
り
と
見
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
特
性
も
、
金
勝
村
唐
墓
の
墓
主
が
中
国
に

移
住
し
た
ソ
グ
ド
人
の
後
裔
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
換
言
す
る
と
、
太
原
金
勝
村
唐

墓
は
ソ
グ
ド
人
の
後
裔
の
家
族
墓
地
で
あ
る
可
能
性
が

高
く
、
中
で
も
五
号
墓
の
墓
主
は
中
央
ア
ジ
ア
的
な
傾

向
が
明
ら
か
で
あ
る
。

四

忠
孝
屛
風
画
と
い
う
選
択

初
唐
期
の
墓
葬
に
お
け
る
屛
風
画
の
地
域
的
特
徴
は
、

長
安
地
区
と
太
原
地
区
で
異
な
る
。
前
者
に
は
、
仕
女

屛
風
画
（
挿
図
12
）
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
唐
太
宗
が
漢

代
の
『
列
女
伝
』
を
喧
伝
し
た
こ
と
と
関
係
し
、
こ
の
画

題
が
都
・
長
安
に
分
布
す
る
こ
と
は
、
都
の
持
つ
政
治
的

意
義
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
後
者
は
樹
下
老
人

（
高
士
）
屛
風
画
が
描
か
れ
、
太
原
金
勝
村
に
集
中
し
て

い
る
（
挿
図
13
）。
但
し
こ
れ
は
大
凡
の
傾
向
で
あ
っ
て
、

長
安
地
区
の
唐
墓
に
も
樹
下
老
人
図
は
存
す
る
。
以
上

は
学
界
の
共
通
認
識
で
あ
る
。
樹
下
老
人
（
高
士
）
屛
風

画
が
太
原
地
区
の
唐
墓
に
表
わ
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ

ら
の
墓
主
が
及
び
初
唐
期
の
政
治
に
果
た
し
た
役
割
と

挿図 12 陝西省長安県南里王村唐墓 西壁 樹下仕女図屛風壁画

挿図 13 太原金勝村Ｍ337号墓「随侯受珠」図壁画
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態
度
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
の
多
く
は
曾
て
戦
に
参
加
し
て
功
を
立
て
た

後
、
隠
遁
し
た
。
ま
さ
し
く
こ
の
原
因
に
よ
っ
て
、
唐
代
墓
葬
壁
画
に
お
け
る
屛
風
画
と

い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

李
氏
の
唐
朝
は
、
群
才
を
頼
ん
で
皇
位
に
つ
き
、
天
下
を
経
綸
し
た
。
李
氏
が
楊
氏
の

隋
朝
に
交
代
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
出
自
を
異
に
す
る
様
々
な
人
材
を
募
っ
た
か
ら
で

あ
り
、「
凡
在
朝
士
、
皆
功
効
顕
著
、
或
忠
孝
可
称
、
或
学
芸
通
博
、
所
以
擢
用
。」
と
い

う
。
唐
の
太
祖
に
対
し
て
太
宗
が
事
を
起
こ
し
た
際
に
、
こ
れ
を
支
持
し
た
ソ
グ
ド
人
は

少
な
く
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
安
姓
の
胡
人
・
安
元
寿
は
曾
て
帳
内
に
只
一
人
で
太
宗
を

侍
衛
し
た
と
い
い
、
太
宗
が
彼
を
重
用
し
信
任
厚
か
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
中
古
の

中
国
に
お
け
る
統
治
者
は
胡
人
を
用
い
る
こ
と
を
重
視
し
、
胡
人
も
ま
た
統
治
者
を
支
持

す
る
こ
と
に
注
意
を
払
っ
た
。
と
り
わ
け
政
権
交
代
の
際
に
は
、
鋭
敏
な
嗅
覚
を
活
か
し

て
新
生
政
権
を
財
力
、
武
力
等
の
面
か
ら
能
う
限
り
支
持
し
た
。
武
周
期
に
至
っ
て
も
同

様
で
、
有
名
な
洛
陽
に
お
け
る
「
天
枢
」
建
立
事
件
は
典
型
的
な
事
例
と
い
え
る
。

幷
州
（
太
原
）
は
元
来
、
胡
人
が
集
住
す
る
地
で
あ
り
）
71
（

、
そ
の
た
め
唐
代
に
至
っ
て
も

引
き
続
き
棺
を
用
い
な
い
葬
法
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
洛
陽
で
発
見
さ
れ
た
隋
の

「
翟
突
婆
墓
誌
」
に
は
、
そ
の
父
は
大
薩
宝
で
あ
っ
た
と
い
い
、
か
つ
幷
州
太
原
の
人
と

自
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
）
72
（

、
彼
ら
が
太
原
を
故
郷
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

隋
唐
王
朝
交
代
の
際
に
は
太
原
の
ソ
グ
ド
系
集
団
が
李
淵
の
挙
兵
を
輔
佐
し
、
代
々
仕

え
る
元
従
と
な
っ
た
。

例
え
ば
、「
龍
潤
墓
誌
」
に
は
下
記
の
よ
う
に
い
う
。「
幷
州
晋
陽
人
也
。
…
君
属
隋
徳

道
消
、
嘉
遁
貞
利
、
資
業
温
厚
、
用
免
駆
馳
。
唐
基
締
構
、
草
昧
区
夏
、
義
旗
西
指
、
首

授
朝
散
大
夫
、
又
署
薩
宝
府
長
史
。
貞
観
廿
年
、
春
秋
廖
廓
、
已
八
十
有
余
、
駕
幸
晋

陽
、
親
問
耆
老
、
詔
板
授
遼
州
刺
史
。
于
時
鬂
鬂
皓
白
、
若
園
綺
之
重
生
、
服
飾
朱
紫
、

似
斉
人
之
独
出
。
盛
修
第
宇
、
僾

南
陽
燓
重
之
家
。
子
孫
就
養
、
仿
像
西
晋
安
仁
之

孝
。
姸
歌
妙
舞
之
楽
、
常
在
聞
見
之
中
。
肥
醲
甘

之
饌
、
不
離
左
右
之
側
。
顔
色
怡

怡
、
嘗
無
疾
苦
、
百
年
上
寿
、
匠
欲
及
之
、
有
始
必
終
、
夫
復
何
患
。
永
徽
四
年
九
月
十

日
、
薨
于
安
仁
坊
之
第
、
春
秋
九
十
有
三
。
潜
霊
殯
室
、
待
吉
邀
時
。
永
徽
六
年
二
月
廿

日
、
附
身
附
槨
、
必
誠
必
信
、
送
終
礼
備
、
與
夫
人
何
氏
合
葬
于
幷
州
城
北
廿
里
井
谷
村

東
義
井
村
北
。
刊
石
誌
事
、
置
諸
泉
戸
）
73
（

」。
太
原
は
彼
の
最
初
の
寓
居
の
地
で
あ
っ
た
故

に
、
夫
妻
が
此
処
に
合
葬
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

龍
潤
の
息
子
、
騎
都
尉
・
龍
義
の
墓
誌
に
は
、
自
ら
を
称
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
晋

陽
人
也
…
…
屬
大
君
豹
変
、
早
預
□
龍
。
□
□
隆
恩
、
授
公
騎
都
尉
。
方
当
陪
祠
日
観
、

聆
万
歳
之
声
。
扈
従
游
汾
、
詠
秋
風
之
□
。
…
…
以
大
唐
龍
朔
三
年
歳
次
癸
亥
二
月
乙
酉

朔
十
二
日
景
申
、
合
葬
於
晋
陽
城
北
□
（
廿
）
里
掘
山
之
原
、
礼
也
）
74
（

」。

唐
介
州
（
今
日
の
汾
陽
）
騎
都
尉
の
曹
遵
と
そ
の
子
・
曹
怡
も
同
様
で
あ
る
。
曹
怡
の

墓
誌
に
は
、「
秉
霊
海
岳
、
感
気
星
辰
、
家
着
孝
慈
、
国
彰
忠
烈
。
起
家
元
従
、
陪
翊
義

旗
。
後
殿
前
鋒
、
殊
功
必
致
、
于
是
授
公
（
曹
怡
）
騎
都
尉
、
用
旌
厥
善
）
75
（

」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

上
述
の
龍
潤
父
子
、
曹
遵
父
子
は
い
ず
れ
も
李
淵
の
挙
兵
に
付
き
従
っ
た
太
原
の
元
従

で
あ
っ
た
。

太
原
金
勝
村
五
号
墓
出
土
の
磚
の
墓
誌
に
「
啓 

運 

之 

期
、 

投 

節 

従 

戎
、（
指
）
麾

万
里
」
と
あ
る
の
は
、
墓
主
が
李
淵
の
挙
兵
に
従
っ
た
と
い
う
顕
著
な
功
績
を
述
べ
た
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
る
と
、
墓
主
は
武
官
で
、
幷
州
で
挙
兵
し
た
元
老
で
あ

り
、
唐
朝
に
と
っ
て
「
太
原
の
元
従
」
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

そ
れ
で
は
、
墓
主
は
一
体
誰
で
あ
ろ
う
か
。

金
勝
村
五
号
墓
誌
の
誌
蓋
の
模
写
（
挿
図
14
）
は
、
墓
主
の
姓
氏
に
関
す
る
重
要
な
手

が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
但
し
白
粉
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
字
形
の
解
釈
は
容
易
で

な
く
、
完
全
に
一
致
す
る
字
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
太
原
の
隋
「
虞
弘
墓
誌
」
誌

      



二
〇

美

術

研

究

四

三

〇

号

552

蓋（
挿
図
15
）の「
虞
」と
比
較
す
る
と
、
五
号
墓
の
誌
蓋
も
或
い
は
こ
の
字
で
あ
ろ
う
か
。

最
近
、
あ
る
学
者
は
こ
れ
を
「
邢
」
字
で
あ
る
と
解
釈
し
た
）
76
（

。
確
か
に
、「
邢
」
の
異
体

字
で
あ
る
「
郉
」
に
近
い
（
挿
図
16
）。
両
者
は
完
全
に
は
一
致
し
な
い
が
、
こ
れ
は
墓

誌
を
書
写
し
た
者
の
漢
文
の
習
熟
度
が
充
分
で
な
か
っ
た
か
、
模
写
の
際
に
生
じ
た
偏
差

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
墓
葬
中
に
見
ら
れ
る
規
範
を
逸
し
た
書
体
や
書
写
は
、
難
解
で

あ
る
。

既
に
論
じ
た
通
り
、
太
原
金
勝
村
五
号
唐
墓
の
葬
俗
に
見
ら
れ
る
ソ
グ
ド
化
の
傾
向

は
、
墓
主
が
中
央
ア
ジ
ア
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
す
る
か
、
少
な
く
と
も
中
央
ア
ジ
ア
化

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
五
号
墓
出
土
の
銀
貨
は
口
中
に
含
ま

れ
て
い
た
の
で
も
掌
中
に
握
ら
れ
て
い
た
の
で
も
な
く
、
墓
主
夫
人
が
ア
ク
セ
サ
リ
ー
と

し
て
身
に
つ
け
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
っ
た
）
77
（

。
銀
貨
背
面
中
央
に
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の

拝
火
壇
と
祭
司
の
図
像
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
以
て
墓
主
が
自
身
の
宗

教
を
示
そ
う
と
し
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
）
78
（

。
五
号
墓
か
ら
出
土
し
て
い
る

ビ
ザ
ン
ツ
高
足
杯
式
の
陶
灯
は
、
墓
主
の
種
族
の
文
化
を
示
唆
す
る
か
の

よ
う
で
あ
る
。

「
虞
弘
墓
誌
」
に
「
春
秋
五
十
有
九
、
薨
於
幷
（
州
）
第
。
以
開
皇
十

二
年
（
五
九
二
）
十
一
月
十
八
日
葬
于
唐
叔
虞
墳
東
三
里
）
79
（

。」
と
あ
る
。
明
・

万
暦
年
間
の
『
太
原
府
志
』
に
は
「
唐
叔
虞
墓
在
県
西
南
十
五
里
）
80
（

」
と
記

載
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
太
原
市
晋
源
区
王
郭
村
の
西
に
あ
た

る
）
81
（

。
虞
弘
墓
は
王
郭
村
の
南
に
位
置
し
、
開
皇
十
二
年
に
虞
弘
が
埋
葬
さ

れ
た
の
が
今
に
い
う
虞
弘
墓
に
相
違
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
祆
教
を
奉
じ

た
虞
弘
は
幷
州
で
生
活
し
、
死
後
は
太
原
市
晋
源
区
の
一
帯
に
葬
ら
れ

た
。
も
し
こ
れ
ま
で
の
推
測
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、
金
勝
村
唐
墓
群
の
墓

主
は
、
虞
弘
が
統
轄
し
て
い
た
ソ
グ
ド
人
聚
落
と
密
接
に
関
係
す
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

前
述
の
如
く
、
焦
化
廠
唐
墓
を
除
く
金
勝
村
唐
墓
群
で
は
、
墓
室
北
側
に
軸
を
東
西
に

し
て
棺
床
を
設
け
て
い
た
。
当
然
、
墓
室
頂
部
の
装
飾
に
も
変
化
が
あ
り
、
蓮
華
と
房
飾

り
の
つ
い
た
帳
幕
か
、
挽
結
花
幔
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
墓
葬
壁
画
の
変
化

は
、
如
何
に
し
て
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
北
朝
か
ら
隋
に
か
け
て
、
中
国
に
お
け
る

ソ
グ
ド
人
貴
族
は
墓
室
内
に
石
製
屛
風
を
繞
ら
せ
た
石
製
の
榻
〔
＝
石
棺
床
〕
か
石
堂
〔
＝

石
槨
〕
を
東
西
軸
方
向
に
置
き
、
そ
こ
に
「
墓
主
夫
婦
の
宴
楽
図
＋
両
側
に
駝
馬
／
犢
車

出
行
図
」を
彫
刻
し
彩
色
を
施
し
た
。
こ
れ
ら
の
図
像
中
で
、
墓
主
夫
婦
は
多
く
の
場
合
、

相
対
し
て
屛
風
を
立
て
廻
せ
た
榻
に
坐
し
、
そ
の
頭
上
に
天
蓋
か
帷
帳
が
描
か
れ
る
。

北
朝
期
の
墓
室
壁
画
の
配
置
も
同
様
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
太

原
地
区
の
墓
葬
壁
画
に
お
い
て
唐
初
に
上
述
の
よ
う
な
変
化
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
は
、

挿図 14 太原金勝村5号唐墓 墓誌蓋模写（全体と細部）

挿図 15 太原隋虞弘墓 墓誌蓋拓本（全体と「虞」字の細部）

挿図 16 『康煕字典』所載「邢」字の篆書体（左）、同「郉」
篆書体（右）

      



二
一

太
原
金
勝
村
唐
墓
再
考

553

子
孫
。
松
喬
之
述
未
成
、
霊
化
之
期
俄
遠
」
と
言
う
）
85
（

。
隋
唐
の
王
朝
交
代
に
際
し
て
多
数

の
ソ
グ
ド
人
が
功
成
っ
て
身
を
退
け
て
お
り
、
こ
れ
は
そ
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。

玄
宗
期
に
至
っ
て
も
、
安
金
蔵
の
忠
孝
の
故
事
、
す
な
わ
ち
曾
て
武
周
期
に
、
後
の
睿

宗
に
示
し
た
忠
誠
と
両
親
へ
の
孝
行
が
伝
え
ら
れ
称
賛
さ
れ
た
。

太
原
金
勝
村
の
墓
主
は
、
李
淵
の
挙
兵
に
追
随
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
墓
室
に
忠
孝
を

示
す
樹
下
老
人
図
屛
風
を
描
く
こ
と
で
、
再
び
唐
政
府
へ
の
忠
誠
を
表
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
長
安
の
墓
葬
に
お
け
る
屛
風
図
の
主
流
と
は
、
自
ず
と
壁
画
主
題
が
異
な
る
所
以
で

あ
る
。
寧
夏
固
原
の
梁
元
珍
墓
に
も
樹
下
老
人
図
屛
風
が
描
か
れ
て
い
る
）
86
（

。
墓
主
は
魏
晋

期
の
玄
学
を
尊
ぶ
隠
士
で
あ
り
、
墓
葬
壁
画
に
高
士
図
を
採
用
し
た
の
は
、
自
身
を
擬
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
類
の
屛
風
画
に
隠
棲
の
寓
意
も
含
ま
れ
る
こ
と
の
傍
証
と
い
え
よ

う
。墓

制
を
見
る
と
、
唐
政
府
は
勲
功
を
立
て
た
ソ
グ
ド
人
に
対
す
る
一
種
の
褒
賞
と
し
て

い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
史
索
厳
夫
婦
は
、
隋
末
唐
初
に
お
い
て
政
治
と
緊
密
に
関
係
し

た
ソ
グ
ド
人
を
代
表
す
る
例
で
あ
る
）
87
（

。
彼
ら
は
王
朝
交
代
に
際
し
て
李
氏
の
唐
に
つ
い
た

ば
か
り
で
は
な
く
、
初
唐
期
に
は
外
国
の
馬
を
導
入
し
て
馬
種
を
改
良
し
、「
初
唐
・
盛

唐
期
に
お
け
る
輝
か
し
い
馬
政
の
基
礎
を
築
い
た
）
88
（

」。
こ
の
功
績
に
因
っ
て
、
官
位
は
四

品
で
あ
り
な
が
ら
、
本
来
三
品
以
上
の
官
員
の
み
に
許
さ
れ
て
い
る
木
製
明
器
を
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
副
葬
品
の
木
製
明
器
は
、
唐
朝
か
ら
史
索
厳

へ
の
褒
賞
で
あ
っ
た
。

太
原
金
勝
村
唐
墓
群
の
墓
主
が
曾
て
李
淵
の
挙
兵
に
追
随
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

そ
の
墓
制
（
規
模
）、
副
葬
品
、
壁
画
が
相
互
に
矛
盾
す
る
の
は
、
唐
朝
の
特
別
な
恩
賜

に
よ
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。
同
様
の
恩
賜
が
ソ
グ
ド
系
の
処
士
で
あ
る
康
文
通
の
墓

葬
）
89
（

に
も
見
ら
れ
る
。
或
い
は
、
こ
れ
は
初
唐
政
府
が
挙
兵
に
寄
与
し
た
ソ
グ
ド
人
の
墓
葬

を
優
遇
す
る
政
治
的
行
為
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

石
製
葬
具
の
禁
止
に
触
発
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
時
代
の
流
行
と
政
治
的
ム
ー
ド
が
変
化

し
た
こ
と
を
、
仕
え
人
で
あ
る
彼
ら
は
切
実
に
感
じ
取
り
、
適
宜
表
現
形
式
を
変
え
た
の

で
あ
ろ
う
。
唐
代
に
は
石
槨
等
の
石
製
葬
具
が
新
た
に
禁
止
さ
れ
た
め
、
屛
風
を
廻
ら
せ

た
石
榻
と
い
う
図
像
を
分
解
し
、
墓
室
内
に
別
々
に
配
置
す
る
こ
と
で
対
応
し
た
。
墓
室

北
側
に
東
西
軸
方
向
に
設
置
さ
れ
た
棺
床
は
、
そ
れ
以
前
に
ソ
グ
ド
人
貴
族
の
墓
葬
で
東

西
方
向
に
安
置
さ
れ
た
石
棺
床
に
代
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
墓
室
頂
部
の
帳
幕
と
房

飾
り
の
文
様
は
、
前
代
の
ソ
グ
ド
人
貴
族
墓
の
石
榻
の
背
屛
に
お
い
て
墓
主
夫
妻
の
頭
上

に
か
か
る
帷
帳
に
代
わ
る
も
の
で
あ
る
。
太
原
金
勝
村
唐
墓
壁
画
の
装
飾
の
変
化
は
、
こ

の
よ
う
な
影
響
の
下
に
出
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

長
安
地
区
に
お
い
て
高
士
図
屛
風
が
描
か
れ
る
墓
の
墓
主
の
身
分
を
調
べ
た
統
計
に
よ

る
と
）
82
（

、
山
水
花
鳥
画
の
登
場
以
前
は
、
初
唐
期
の
統
治
者
が
漢
魏
文
化
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
ゆ
え
に
漢
～
晋
の
遺
風
を
追
求
し
て
い
る
の
を
除
き
、
高
士
図
屛
風
を
採
用
し
て
い

る
の
は
蘇
思
勲
等
、
大
臣
墓
が
多
い
）
83
（

。
ま
た
仕
女
図
屛
風
は
、
皇
族
貴
戚
の
墓
で
採
用
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
高
士
図
が
忠
孝
や
政
権
へ
の
忠
誠
を
示
す
の
に
対
し
、
仕
女
図
は
唐

朝
の
統
治
者
が
漢
代
の
『
列
女
伝
』
を
唱
道
し
た
こ
と
）
84
（

に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
図

は
、
皇
族
・
外
戚
が
政
治
に
干
渉
し
な
い
よ
う
警
戒
す
る
と
と
も
に
、
彼
ら
に
自
省
を
促

し
、
自
ら
の
身
分
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
ラ
ベ
ル
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

初
唐
以
降
、
隠
棲
と
唐
政
権
へ
の
忠
誠
は
ソ
グ
ド
系
胡
人
に
共
通
す
る
テ
ー
マ
で
あ
っ

た
。
先
述
の
龍
潤
然
り
、
康
文
通
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。
墓
誌
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

康
文
通
の
祖
父
・
和
は
隋
の
上
柱
国
で
、
父
・
鸞
は
唐
の
朝
散
大
夫
で
あ
っ
た
。
康
文
通

は
権
門
の
出
身
で
あ
り
な
が
ら
、
自
身
は
処
士
で
あ
り
、
第
三
子
の
玄
植
も
慶
州
楽
蟠
の

主
簿
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
誌
文
に
、「
修
身
践
言
、
非
礼
不
動
、
温
厚
謙
譲
、
唯
義

而
行
。
于
是
、
晦
迹
丘
園
、
留
心
墳
籍
。
以
為
于
陵
子
仲
辞
禄
而
灌
園
、
漢
陰
丈
人
忘
機

而
抱
。
瓮
白
無
玷
、
庶
幾
三
懐
之
言
、
黄
金
満
嬴
、
不
如
一
経
之
業
。
講
習
詩
礼
、
敦
勧
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骨
、
Ｍ
16
の
墓
室
で
は
馬
の
頭
蓋
骨
、
Ｍ
30
の
墓
室
で
は
羊
の
骨
格
、
Ｍ
39
の
墓
室
で
は

豚
の
犬
歯
が
発
見
さ
れ
て
い
る
）
95
（

。
以
上
の
墓
葬
は
唐
朝
の
馬
政
を
管
掌
し
て
い
た
史
氏
と

類
似
の
葬
制
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
被
葬
者
は
中
央
ア
ジ
ア
系
文
化
、
つ
ま
り
史
氏

と
同
じ
種
族
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
墓
制
は
史
氏
一
族
と
比
べ
る
と
明
ら
か

に
等
級
が
低
い
こ
と
か
ら
、
被
葬
者
の
社
会
的
地
位
が
史
氏
よ
り
低
か
っ
た
と
見
ら
れ
、

或
い
は
馬
政
に
携
わ
る
下
級
の
人
員
で
あ
ろ
う
か
。

結
論

太
原
金
勝
村
唐
墓
の
墓
主
の
多
く
は
官
品
が
五
品
以
下
で
あ
っ
た
。
隋
唐
の
王
朝
交
替

の
際
、
彼
ら
は
李
淵
の
蜂
起
に
追
随
し
、
勲
功
を
立
て
た
。
お
そ
ら
く
彼
ら
は
虞
姓
の
ソ

グ
ド
人
と
関
係
が
あ
る
。
彼
ら
が
樹
下
老
人
（
高
士
）
屛
風
図
を
採
用
し
た
の
は
、
ま
さ

し
く
こ
の
よ
う
な
政
治
的
立
場
と
行
動
の
結
果
で
あ
り
、
新
生
の
唐
政
府
へ
の
忠
誠
を
示

す
と
と
も
に
、
功
遂
げ
て
身
を
退
け
政
治
に
関
せ
ず
隠
棲
す
る
と
い
う
意
志
表
示
で
あ
っ

た
。
墓
室
の
屛
風
画
の
表
現
形
式
が
開
元
十
五
年
（
七
二
七
）
の
赫
連
山
・
赫
連
簡
墓
に

も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
は
）
96
（

、
お
そ
ら
く
赫
連
氏
も
ま
た
太
原
の
元
従
で
あ
り
、
か
つ

胡
人
（
の
後
裔
）
で
あ
る
故
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
寓
意
や
屛
風
画
の
内
容
は
、
帝
都
・
長

安
に
お
い
て
も
一
部
の
大
臣
の
死
後
に
選
択
さ
れ
る
所
で
あ
っ
た
。
金
勝
村
一
帯
は
、
初

唐
政
府
が
太
原
地
区
の
胡
人
の
官
員
を
葬
る
た
め
に
特
に
用
意
し
た
墓
地
で
あ
っ
た
可
能

性
が
高
い
。
そ
の
立
地
は
、
お
そ
ら
く
隋
の
虞
弘
夫
婦
が
同
所
に
埋
葬
さ
れ
た
こ
と
と
何

ら
か
の
関
係
が
あ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

墓
誌
の
記
述
か
ら
見
て
、
中
国
に
移
住
し
た
ソ
グ
ド
人
が
曝
葬
を
行
っ
た
こ
と
は
確
実

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
発
見
さ
れ
た
隋
～
初
唐
の
ソ
グ
ド
人
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
墓
葬

に
は
、
納
骨
器
に
遺
骨
を
納
め
る
他
）
97
（

、
以
下
の
四
種
が
見
ら
れ
る
。
第
一
類
は
、
例
え
ば

塩
池

子
梁
墓
地
と
固
原
九
龍
山
Ｍ
33
号
墓
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
伝
統
的
な
方
法
で
あ

以
上
の
よ
う
に
、
北
朝
期
を
通
じ
て
、
多
く
の
政
治
的
中
心
地
に
お
い
て
棺
が
使
用
さ

れ
な
い
墓
葬
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
被
葬
者
の
大
部
分
は
ソ
グ
ド
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
他

の
民
族
が
そ
の
影
響
を
受
け
て
無
棺
葬
を
採
用
し
た
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
。
例
と
し

て
、
宋
紹
祖
墓
、
安
陽
固
岩
Ｍ
57
墓
が
あ
る
。
一
方
で
、
ソ
グ
ド
人
の
中
に
も
中
国
の
葬

制
の
影
響
を
受
け
て
木
棺
を
使
用
す
る
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
）
90
（

。
固
原
南

隋
唐
期
墓
葬
の
Ｍ
21
、
Ｍ
25
、
Ｍ
29
、
Ｍ
48
号
墓
に
お
け
る
六
体
の
人
骨
は
西
方
系
の

人
種
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
こ
の
う
ち
前
の
二
基
に
は
棺
が
な
く
、
後
の
二
基
で
は
木

棺
を
使
用
し
て
い
る
の
は
）
91
（

、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
木
棺
の
使
用

は
、
盬
池

子
梁
墓
地
Ｍ
2
号
墓
と
固
原
史
氏
一
族
の
墓
葬
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
明

ら
か
に
、
棺
を
使
用
し
な
い
墓
葬
は
北
朝
期
に
は
初
唐
期
よ
り
遙
か
に
広
い
範
囲
に
分
布

し
て
い
た
。
初
唐
期
に
棺
を
使
用
し
な
い
墓
葬
が
太
原
に
集
中
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
時

期
に
太
原
の
ソ
グ
ド
系
胡
人
が
李
氏
の
唐
に
追
随
し
た
た
め
に
突
出
し
て
見
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
固
原
地
区
に
お
い
て
棺
を
使
用
し
な
い
墓
葬
が
出
現
し
た
の
は
、

当
該
地
域
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
東
部
の
北
道
に
お
け
る
要
所
で
あ
っ
た
以
外
に
も
、
王
朝
の

馬
政
に
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
）
92
（

。
馬
政
を
実
質
的
に

管
掌
し
た
の
は
ソ
グ
ド
系
胡
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
多
く
の
ソ
グ
ド
人
が
こ
の
地
に
集
ま
り

留
ま
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
固
原
南
郊
史
氏
一
族
の
墓
葬
中
、
史
射
勿
の
子
・
史
道
洛
の

墓
で
は
犬
が
殉
葬
さ
れ
て
い
た
。
他
に
も
、
鳥
、
鼠
、
ア
カ
シ
カ
、
黄
牛
、
馬
、
綿
羊
等

の
動
物
が
出
土
し
て
お
り
、
報
告
で
は
鼠
は
後
に
侵
入
し
て
き
た
可
能
性
が
あ
る
も
の

の
、
他
の
動
物
は
当
時
の
人
々
の
生
活
と
一
定
の
関
係
を
有
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
）
93
（

。

た
だ
、
こ
れ
は
北
方
遊
牧
民
族
が
葬
送
の
宴
に
お
い
て
動
物
を
犠
牲
に
す
る
習
俗
に
由
来

し
）
94
（

、
唐
朝
の
馬
政
を
掌
っ
た
史
氏
が
依
然
と
し
て
中
央
ア
ジ
ア
の
葬
制
を
保
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

固
原
南

Ｍ
4
、
Ｍ
40
号
墓
で
は
犬
を
殉
葬
し
て
お
り
、
Ｍ
8
号
墓
室
で
は
牛
の
脚
の
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さ
れ
た
ら
し
い
が
、
葬
法
は
不
明
で
あ
る
。
誌
文
か
ら
、
西
側
は
温
神
智
の
夫
人
・
王
氏
と
継
室
・

楊
氏
で
、
開
元
一
八
年
に
墓
室
を
再
び
開
い
て
三
人
の
合
葬
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
換
言
す
れ

ば
、
同
墓
は
景
龍
二
年
、
温
神
智
の
没
後
に
埋
葬
に
際
し
て
築
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
開
元
期

の
墓
葬
で
は
な
い
。

（
8
）
註
2
前
掲
論
文
、
一
一
二
頁
。

（
9
）
一
〇
四
頁
。

（
10
）
洛
陽
市
文
物
保
護
研
究
所
「
洛
陽
龍
門
安
菩
夫
婦
墓
」『
中
原
文
物
』
一
九
八
二
年
第
三
期
、

二
一
―
二
六
・
一
四
頁
、
図
三
―
九
。
洛
陽
市
文
物
考
古
研
究
院
『
洛
陽
龍
門
安
菩
夫
婦
墓
』
科

学
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
。

（
11
）
西
北
大
学
構
内
で
も
、
二
つ
の
棺
床
を
東
西
に
併
置
し
た
初
唐
期
の
墓
葬
が
発
見
さ
れ
た
。
そ

れ
ぞ
れ
の
棺
床
上
に
二
体
の
人
骨
が
安
置
さ
れ
て
お
り
、
木
棺
の
痕
跡
も
認
め
ら
れ
た
と
い
う
。

二
〇
一
六
年
七
月
二
二
日
、
陝
西
省
考
古
研
究
院
劉
呆
運
研
究
員
の
ご
教
示
に
よ
る
。
こ
こ
に
感

謝
し
た
い
。

（
12
）
華
陽
「
浅
議
山
西
唐
墓
的
葬
俗
」『
湘
潮
』
二
〇
一
一
年
第
一
二
期
、
一
八
頁
。

（
13
）
山
西
省
考
古
研
究
所
、
太
原
市
文
物
管
理
委
員
会
「
太
原
南
郊
北
斉
壁
画
墓
」『
文
物
』
一
九

九
〇
年
第
一
二
期
、
一
―
一
〇
頁
。

（
14
）
劉
振
東
「
論
北
朝
時
期
無
棺
葬
」『
考
古
與
文
物
』
二
〇
一
四
年
第
五
期
、
八
四
―
九
四
頁
。

（
15
）
寧
夏
回
族
自
治
区
博
物
館
「
寧
夏
盬
池
唐
墓
発
掘
簡
報
」『
文
物
』
一
九
八
八
年
第
九
期
、
四

三
―
五
六
頁
。

（
16
）
「
何
府
君
墓
誌
」『
全
唐
文
補
遺
』
第
六
輯
、
三
秦
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
三
四
九
頁
。

（
17
）
羅
豊
「
隋
唐
間
中
亜
流
伝
中
国
之
胡
旋
舞
―
―
以
新
獲
寧
夏
盬
池
唐
墓
石
門
胡
舞
図
為
中
心
」

『
伝
統
文
化
與
現
代
化
』
一
九
九
四
年
第
二
期
、
五
〇
頁
。
再
録
『
胡
漢
之
間
―
―
〝
絲
綢
之
路
〟

與
西
北
歴
史
考
古
』
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
二
八
〇
頁
。

（
18
）
龔
方
震
、
晏
可
佳
『
祆
教
史
』
上
海
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
八
頁
。

（
19
）
張
小
貴
『
中
古
華
化
祆
教
考
述
』
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一
六
二
―
一
六
三
頁
。

（
20
）M

. Boyce, Zoroastrians, T
heir Religious Beliefs and Practices, R

outledge &
 K

egan Paul Ltd., 

London and N
ew

 York, 1979, pp.59-60.
（
21
）
林
悟
殊
「
中
古
瑣
羅
亜
斯
徳
教
葬
俗
及
其
在
中
亜
的
遺
痕
」『
波
斯
拝
火
教
與
古
代
中
国
』
新

文
豊
出
版
公
司
、
一
九
九
五
年
、
八
七
頁
。

（
22
）M

. Boyce, A H
istory of Zoroastrianism

, vol. 1, Leiden/K
öln, Brill, 1975, p.325.

（
23
）M

. Boyce, op.cit (n. 20), vol. II, pp.54-57.

（
24
）ibid. p.121.

（
25
）
註
19
前
掲
書
、
一
六
三
頁
。

る
。
第
二
類
は
固
原
史
氏
家
族
墓
地
の
よ
う
に
、
所
轄
の
王
朝
に
許
さ
れ
し
か
も
種
族
本

来
の
文
化
に
も
反
し
な
い
方
法
で
あ
る
。
第
三
類
の
墓
葬
形
式
は
太
原
金
勝
村
唐
墓
の
よ

う
に
、
第
一
類
・
二
類
の
中
間
に
あ
る
方
法
で
あ
る
。
安
菩
墓
も
こ
れ
に
当
た
る
。
第
四

類
は
、
曹
怡
墓
等
が
あ
る
。
曝
葬
後
、
仮
の
殯
屋
を
建
て
た
も
の
で
、
政
府
か
ら
特
別
の

待
遇
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
種
の
墓
葬
は
初
唐
期
の
も
の
で
、
武
周
期
に
集
中
し

て
い
る
。

ソ
グ
ド
人
墓
の
棺
を
使
用
し
な
い
葬
制
は
、
当
地
の
漢
族
を
含
む
ソ
グ
ド
人
以
外
の
民

族
で
、
胡
化
し
た
も
の
に
影
響
を
与
え
た
。
彼
ら
も
ソ
グ
ド
人
と
同
様
に
、
埋
葬
、
遷

葬
、
合
葬
の
際
に
、
棺
を
用
い
な
い
方
式
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
葬
制

は
、
彼
ら
の
移
住
に
伴
っ
て
他
の
地
域
に
も
出
現
し
た
。
例
え
ば
、
河
北
省
南
和
県
の
郭

様
墓
）
98
（

、
先
述
の
河
北
省
鶏
沢
県
北
関
の
郭
氏
家
族
墓
、
山
西
省
長
治
の
調
露
元
年
（
六
七

九
）
埋
葬
の
王
深
墓
）
99
（

等
、
こ
れ
以
上
贅
言
し
な
い
。

 

註
（
1
）
李
雨
生
「
山
西
隋
唐
五
代
墓
葬
析
論
」『
西
部
考
古
』
第
六
輯
、
三
秦
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、

一
一
七
―
一
一
八
頁
。

（
2
）
邯
鄲
市
文
物
保
護
研
究
所
「
河
北
鶏
澤
県
唐
代
墓
葬
発
掘
簡
報
」『
文
物
春
秋
』
二
〇
〇
四
年

第
六
期
、
一
〇
三
―
一
一
三
頁
。

（
3
）
趙
超
「『
樹
下
老
人
』
與
唐
代
的
屛
風
式
墓
中
壁
画
」『
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
二
期
、
七
四
頁
。

（
4
）
唐
・
杜
佑
『
通
典
』
中
華
書
局
、
一
九
八
八
年
、
二
七
八
八
―
二
七
八
九
頁
。

（
5
）
沈
睿
文
「
阿
史
那
忠
墓
辨
正
」『
西
域
文
史
』
第
八
輯
、
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
、
一
六

六
―
一
六
七
頁
。

（
6
）
廬
亜
輝
「
唐
代
木
明
器
初
歩
研
究
」『
両
個
世
界
的
徘
徊
中
古
時
期
喪
葬
観
念
與
礼
儀
制
度
会

議
論
文
集
』
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
、
九
七
―
一
三
五
頁
。

（
7
）
常
一
民
、
裵
静
蓉
「
太
原
市
晋
源
鎮
果
樹
場
唐
温
神
智
墓
」
陝
西
歴
史
博
物
館
編
『
唐
墓
壁
画

国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
』
三
秦
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
〇
九
―
二
一
三
頁
。
温
神
智
は
唐

中
宗
の
景
龍
二
年
に
卒
し
て
い
る
。
墓
室
西
側
の
棺
床
上
に
三
人
の
人
骨
の
残
骸
が
あ
り
、
や
は

り
木
棺
の
痕
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
残
存
す
る
大
腿
骨
と
砕
骨
の
分
析
か
ら
、
西
側
の
二
体
は
撹
乱

      



二
四

美

術

研

究

四

三

〇

号

556

国
銭
幣
』
一
九
九
〇
年
第
二
期
、
七
二
頁
。
註
39
前
掲
書
、
一
六
頁
。

（
41
）
史
鉄
棒
、
史
索
厳
、
史
訶
耽
と
史
道
徳
墓
出
土
の
コ
イ
ン
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
註
39
前
掲

書
、
八
二
、
三
七
、
五
九
―
六
一
、
九
二
頁
参
照
。
史
道
洛
墓
出
土
の
コ
イ
ン
に
つ
い
て
は
下
記

参
照
。
原
州
連
合
考
古
隊
『
唐
史
道
洛
墓
』
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
、
一
三
六
―
一
三
八
頁
。

（
42
）
郭
物
「
固
原
史
訶
耽
夫
妻
合
葬
墓
所
出
宝
石
印
章
図
案
考
」『
考
古
與
文
物
』
二
〇
一
五
年
第

五
期
、
九
六
―
一
〇
一
頁
。

（
43
）
林
梅
村「
中
国
境
内
出
土
帯
銘
文
的
波
斯
和
中
亜
銀
器
」『
文
物
』一
九
九
七
年
第
九
期
。
再
録
、

同
『
漢
唐
西
域
與
中
国
文
明
』
文
物
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
一
五
八
―
一
五
九
頁
。

（
44
）
註
39
前
掲
書
、
六
九
、
八
八
頁
。

（
45
）
註
43
前
掲
書
、
一
五
八
―
一
五
九
頁
。

（
46
）G

renet, Franz., Les pratiques funéraires dans l’A
sie centrale sédentaire : de la conquête 

grecque à l’islam
isation, C

N
RS, 1984, pp.34-37. Id. Les pratiques funéraires dans l’A

sie 

centrale préislam
ique, Encyclopedia universalis, 1985, pp.236-237.

〔
中
国
語
訳
は
〕
下
記
か

ら
引
用
し
た
。
張
広
達
「
祆
教
対
唐
代
中
国
之
影
響
三
例
」『
張
広
達
文
集
・
文
本
、
図
像
與
文

化
流
伝
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、
二
四
一
頁
。

（
47
） T

he Z
end-Avesta, Part I, in; Sacred B

ooks of the East, V
ol. IV, Translated by Jam

es 

D
arm

esteter, T
he O

xford U
niversity Press, 1887, pp.73-74.

（
48
）B

artold, V., “Istoria kultum
oj žizni Turkestana”, A

kadem
ik V, V. B

artold Sočinenija, 

M
oskva, 1963, p.212.

中
国
語
訳
は
下
記
か
ら
引
用
し
た
。
努
爾
蘭
・
肯
加
哈
買
提
『
砕
葉
』
上

海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
、
二
六
四
頁
。

（
49
）
註
18
前
掲
書
、
一
五
八
―
一
五
九
頁
。

（
50
）
註
48
前
掲
書
、
二
二
六
―
二
三
七
頁
。

（
51
）
『
通
典
』
五
二
五
六
頁
。
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
太
原
地
区
に
お
け
る
「
黄
坑
」
を
仏
教
の

屍
陀
林
と
す
る
こ
と
の
修
正
が
迫
ら
れ
る
。
蔡
鴻
生
「
唐
代
『
黄
坑
』
辨
」『
欧
亜
学
刊
』
第
三
輯
、

中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
、
二
四
四
―
二
五
〇
頁
。
再
録
、『
中
外
交
流
史
事
考
述
』
大
象
出
版

社
、
二
〇
〇
七
年
、
六
〇
―
六
七
頁
。
崔
岩
「
也
談
唐
代
太
原
『
黄
坑
』
葬
俗
的
宗
教
属
性
」『
洛

陽
大
学
学
報
』
二
〇
〇
三
年
第
三
期
、
二
二
―
二
四
頁
。

（
52
）
「
康
杴
墓
誌
」『
全
唐
文
補
遺
』
第
三
輯

三
秦
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
四
五
二
―
四
五
三
頁
。

（
53
）
『
全
唐
文
補
遺
』
第
五
輯

三
秦
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
一
一
一
頁
。

（
54
）
山
西
省
考
古
研
究
所
、
汾
陽
市
博
物
館
「
山
西
汾
陽
唐
曹
怡
墓
発
掘
簡
報
」『
文
物
』
二
〇
一
四

年
第
一
一
期
、
二
八
―
三
二
頁
。

（
55
）
『
元
和
姓
纂
』
の
「
安
姓
」
の
下
「
姑
臧
涼
州
」
条
に
、「
後
魏
安
難
陀
至
孫
盤
婆
羅
、
代
居
涼

州
、
為
薩
宝
。」
と
記
さ
れ
る
。
栄
新
江
は
、
薩
宝
は
一
種
の
世
襲
の
官
職
で
あ
る
と
す
る
。
栄

（
26
）
註
18
前
掲
書
、
一
三
六
－
一
三
七
頁
。

（
27
）
註
21
前
掲
書
、
八
八
頁
。

（
28
）
寧
夏
文
物
考
古
研
究
所「
寧
夏
固
原
九
龍
山
隋
墓
発
掘
簡
報
」『
文
物
』二
〇
一
二
年
第
一
〇
期
、

六
〇
―
六
五
頁
。
寧
夏
文
物
考
古
研
究
所
『
固
原
九
龍
山
漢
唐
墓
葬
』
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
二

年
、
一
二
七
頁
。
問
題
の
東
ロ
ー
マ
金
貨
の
位
置
に
つ
い
て
、
前
者
の
「
簡
報
」
は
北
側
の
墓
主

の
口
に
含
ま
れ
て
い
た
と
す
る
。
後
者
で
は
、「
南
側
の
人
骨
の
頭
部
」
と
す
る
。
金
貨
に
開
け

ら
れ
て
い
る
穴
の
位
置
か
ら
見
て
、
後
者
が
正
し
い
と
見
ら
れ
る
。

（
29
）
註
28
前
掲
書
、
一
三
一
頁
。

（
30
）
陳
婧
修
『
固
原
九
龍
山
Ｍ
33
出
土
下
顎
托
研
究
』
北
京
大
学
考
古
文
博
院
学
士
学
位
論
文
、
二

〇
一
六
年
。

（
31
）
沈
睿
文
「
重
読
安
菩
墓
」『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
二
〇
〇
九
年
第
四
期
、
一
五
頁
。

（
32
）
林
英
『
唐
代
拂
菻
叢
説
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
、
七
六
―
七
八
頁
。

（
33
）
同
様
に
、
固
原
南
塬
Ｍ
15
号
墓
の
被
葬
者
は
一
五
～
一
八
歳
の
女
性
で
、
骨
格
の
中
程
か
ら
穴

を
開
け
た
サ
サ
ン
銀
貨
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
被
葬
者
は
ソ
グ
ド
人
と
見
ら
れ
る
。
詳
細
は

下
記
を
参
照
。
寧
夏
文
物
考
古
研
究
所
『
固
原
南

漢
唐
墓
地
』
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、

五
七
―
五
八
頁
。

（
34
）
栄
新
江
「
絲
路
銭
幣
與
粟
特
商
人
」
上
海
博
物
館
編
『
絲
綢
之
路
古
国
銭
幣
曁
絲
路
文
化
国
際

学
術
研
討
会
論
文
集
』
上
海
書
画
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
―
七
頁
。
同
『
絲
綢
之
路
與
東
西

文
化
交
流
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、
二
四
一
頁
。
ま
た
詳
し
く
は
同
「
波
斯
與
中
国

両
種
文
化
在
唐
朝
的
交
融
」
劉
東
主
編
『
中
国
学
術
』
二
〇
〇
二
年
第
四
期
、
五
六
―
七
六
頁
。

前
掲
書
六
一
―
八
〇
頁
に
再
録
。

（
35
）
羅
豊「
絲
綢
之
路
與
北
朝
隋
唐
原
州
古
墓
」『
固
原
師
専
学
報
』一
九
九
八
年
第
五
期
、
八
四
頁
。

（
36
）
廬
超
蔭
「
何
文
哲
墓
誌
考
釈
―
―
兼
談
隋
唐
時
期
在
中
国
的
中
亜
何
国
人
」『
考
古
』
一
九
八

六
年
第
九
期
、
八
四
一
―
八
四
八
頁
。
程
越
「
従
石
刻
史
料
看
入
華
粟
特
人
的
漢
化
」『
華
夏
考

古
』
二
〇
〇
三
年
第
四
期
、
五
五
―
六
一
頁
。
栄
新
江
『
中
古
中
国
與
外
来
文
明
』（
修
訂
版
）

三
連
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
一
二
七
頁
。

（
37
）
固
原
九
龍
山
Ｍ
4
号
墓
で
は
葬
具
が
見
ら
れ
ず
、
墓
主
は
三
五
―
四
〇
歳
の
成
年
女
性
で
あ
っ

た
。
同
墓
で
有
孔
の
東
ロ
ー
マ
金
貨
一
枚
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
註
28
前
掲
書
、
一
一
四
頁
。

（
38
）
吐
魯
番
地
区
文
物
局
「
新
疆
吐
魯
番
地
区
交
河
故
城
溝
西
墓
地
康
氏
家
族
墓
」『
考
古
』
二
〇

〇
六
年
第
一
二
期
、
一
二
―
－
二
六
頁
。

（
39
）
羅
豊
『
固
原
南
郊
隋
唐
墓
地
』
文
物
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
一
四
三
頁
。

（
40
）
寧
夏
文
物
考
古
研
究
所
、
寧
夏
固
原
博
物
館
「
寧
夏
固
原
隋
史
射
勿
墓
発
掘
簡
報
」『
文
物
』

一
九
九
二
年
第
一
〇
期
、
一
五
―
二
二
頁
。
同
「
寧
夏
固
原
出
土
波
斯
銀
幣
、
拝
占
廷
金
幣
」『
中

      



二
五

太
原
金
勝
村
唐
墓
再
考

557

随
筆
」『
古
城
集
』
三
秦
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
二
六
〇
頁
。
上
の
両
論
文
に
お
け
る
誌
文
の

引
用
は
、
字
句
に
若
干
の
異
同
が
あ
る
。
後
に
、
羅
豊
が
陝
西
省
博
物
館
保
管
複
製
部
所
蔵
の
墓

誌
抄
本
の
原
本
に
基
づ
く
録
文
を
発
表
し
て
い
る
。
羅
宝
「
薩
宝
一
個
唐
朝
唯
一
外
来
官
職
的

再
考
察
」
栄
新
江
主
編
『
唐
研
究
』
第
四
巻
、
二
二
三
頁
。
再
録
、
註
17
前
掲
書
、
二
六
〇
頁
。

（
69
）
註
54
前
掲
論
文
、
二
九
頁
。

（
70
）
張
佳
「
西
安
長
安
区
発
現
吐
谷
渾
公
主
與
丈
夫
合
葬
墓
出
土
青
銅
制
薬
器
具
」
中
国
社
会
科
学

院
考
古
研
究
所
中
国
考
古
網
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
七
日
。

（
71
）
渠
伝
福
、
周
健
「
晋
陽
與
〝
幷
州
胡
〟」『
中
国
文
化
遺
産
』
二
〇
〇
八
年
第
一
期
、
七
三
―
七

七
頁
。
案
ず
る
に
、
太
原
天
龍
山
石
窟
に
お
け
る
隋
代
石
窟
の
銘
文
に
ソ
グ
ド
人
と
北
族
の
姓
が

見
ら
れ
る
。
森
美
智
代
「
隋
開
皇
四
年
銘
天
龍
山
石
窟
第
八
窟
の
意
義
」
新
川
登
亀
男
編
『
仏
教

文
明
と
世
俗
秩
序

国
家
・
社
会
・
聖
地
の
形
成
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
、
二
六
一
―
二
八

九
頁
。
森
美
智
代
氏
の
教
示
に
よ
る
。
こ
こ
に
感
謝
し
た
い
。

（
72
）
「
隋
翟
突
婆
墓
誌
」
に
下
記
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。「
君
（
翟
突
婆
）
諱
突
婆
、
字
薄
賀
比
多
、

幷
州
太
原
人
也
。
父
婆
、
摩
訶
大
薩
保
、
薄
賀
比
多
。
日
月
以
見
勲
効
、
右
改
宣
恵
尉
。
不
出
其

年
、
右
可
除
奮
武
尉
、
擬
通
守
。」
趙
万
里
『
漢
魏
南
北
朝
墓
誌
集
釈
』
巻
九
、
科
学
出
版
社
、

一
九
五
六
年
、
三
二
三
頁
、
図
版
四
八
四
。
趙
力
光
、
呉
鋼
編
『
鴛
鴦
七
誌
齋
蔵
石
』
三
秦
出
版

社
、
一
九
九
五
年
、
二
一
八
頁
。

（
73
）
註
53
前
掲
書
。

（
74
）
「
大
唐
騎
都
尉
龍
君（
義
）墓
誌
銘
」『
全
唐
文
補
遺
』第
六
輯
、
二
九
三
頁
。「
晋
陽
城
北
□（
廿
）

里
掘
山
之
原
」
の
「
廿
」
は
、
龍
義
の
父
・
龍
潤
の
墓
誌
に
「
合
葬
于
幷
州
城
北
廿
里
井
谷
村
東

義
井
村
北
」
と
あ
る
の
に
拠
っ
て
補
っ
た
。

（
75
）
王
仲
璋
主
編
『
汾
陽
市
博
物
館
蔵
墓
誌
選
編
』
山
西
出
版
傳
媒
集
団
・
三
晋
出
版
社
、
二
〇
一

〇
年
、
三
頁
。
註
54
前
掲
論
文
、
二
九
頁
。
王
俊
「
唐
曹
怡
墓
相
関
問
題
研
究
」『
文
物
』
二
〇

一
四
年
第
一
一
期
、
六
〇
―
六
五
、
七
三
頁
。
張
慶
捷
「
唐
代
『
曹
怡
墓
誌
』
有
関
入
華
胡
人
的

幾
個
問
題
」
栄
新
江
、
羅
豊
主
編
『
粟
特
人
在
中
国
考
古
発
現
與
出
土
文
献
的
新
印
証
』
科
学

出
版
社
、
二
〇
一
六
年
、
六
四
四
―
六
五
二
頁
。

（
76
）
王
煒
等
「
赫
連
山
、
赫
連
簡
墓
壁
画
的
絵
制
、
描
潤
與
配
置
」『
文
物
』
二
〇
一
九
年
第
八
期
、

七
五
頁
、
注
二
一
。

（
77
）
康
柳
碩
は
、
漆
盒
内
の
サ
サ
ン
銀
貨
は
女
性
が
ア
ク
セ
サ
リ
ー
と
し
て
用
い
た
と
す
る
。
康
柳

碩
「
中
国
境
内
出
土
発
現
的
波
斯
薩
珊
銀
幣
」『
新
疆
銭
幣
』
二
〇
〇
四
年
、
中
国
銭
幣
学
会
絲

綢
之
路
貨
幣
研
討
会
専
刊
、
七
三
頁
。

（
78
）
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
前
述
の
固
原
南

Ｍ
15
の
墓
主
も
祆
教
徒
で
あ
ろ
う
。

（
79
）
山
西
省
考
古
研
究
所
、
太
原
市
考
古
研
究
所
、
太
原
市
晋
源
区
文
物
旅
游
局『
太
原
隋
虞
弘
墓
』

新
江
「
北
朝
隋
唐
胡
人
聚
落
的
宗
教
信
仰
與
祆
祠
的
社
会
功
能
」
栄
新
江
主
編
『
唐
代
宗
教
信
仰

與
社
会
』
上
海
辞
書
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。
再
録
、
註
36
前
掲
書
（
同
二
〇
一
四
年
）
二
五
八

頁
。
曹
遵
父
子
の
任
官
の
状
況
が
龍
潤
父
子
の
ケ
ー
ス
と
同
様
で
あ
る
こ
と
は
、
薩
宝
府
の
官
職

も
あ
る
程
度
は
世
襲
さ
れ
た
こ
と
の
傍
証
に
な
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
56
）
註
33
前
掲
書
、
七
七
―
七
八
頁
。

（
57
）
註
33
前
掲
書
、
九
八
―
九
九
頁
。

（
58
）
固
原
九
龍
山
Ｍ
33
号
墓
の
北
側
の
墓
主
の
左
手
指
骨
と
、
南
側
の
墓
主
夫
人
の
右
手
指
骨
は
つ

な
ぎ
合
わ
れ
て
い
た
（
註
28
前
掲
書
、
一
二
七
頁
）。
し
か
し
こ
こ
か
ら
直
ち
に
墓
主
夫
婦
が
殯

の
後
、
同
時
に
埋
葬
さ
れ
た
と
速
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
固
原
南

の
Ｍ
33
号
墓

も
夫
婦
合
葬
墓
で
あ
り
、
墓
主
夫
人
の
骨
格
は
仰
臥
伸
展
を
呈
し
、
南
側
に
傾
い
て
い
た
。
墓
主

の
骨
格
は
北
側
に
傾
い
て
側
臥
伸
展
し
、
右
腕
・
右
脚
を
夫
人
の
骨
格
の
上
に
か
ぶ
せ
、
両
者
が

抱
き
合
う
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
墓
主
の
頭
蓋
骨
の
右
側
上
方
に
穴
が
あ
り
、
頭
蓋
骨
の
中
か

ら
鉄
の
鏃
一
枚
が
発
見
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
墓
主
の
死
因
は
矢
傷
で
あ
る
ら
し
い
（
同
上
、
三
〇

頁
）。
よ
っ
て
、
墓
主
が
ま
ず
負
傷
に
よ
っ
て
死
亡
し
、
後
に
妻
が
死
亡
し
て
か
ら
、
子
孫
が
意

図
的
に
二
人
を
抱
き
合
わ
せ
る
姿
勢
に
安
置
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
か
ら
、
Ｍ
33
の
夫
婦
が
同

時
に
埋
葬
さ
れ
た
と
い
う
見
方
は
成
り
立
た
な
い
。

（
59
）
報
告
書
（
山
西
省
文
物
管
理
委
員
会
「
太
原
南
郊
金
勝
村
唐
墓
」『
考
古
』
一
九
五
九
年
第
九
期
、

四
七
五
―
四
七
六
頁
）
の
録
文
に
一
部
修
正
を
加
え
た
。

（
60
）
趙
国
璧
「
洛
陽
発
現
的
波
斯
薩
珊
王
朝
銀
幣
」『
文
物
』
一
九
六
〇
年
八
・
九
合
期
、
九
四
頁
。

（
61
）
山
西
省
考
古
研
究
所「
太
原
市
南
郊
唐
代
壁
画
墓
清
理
簡
報
」『
文
物
』一
九
八
八
年
第
一
二
期
、

五
三
頁
。

（
62
）
西
安
市
文
物
保
護
考
古
所「
唐
康
文
通
墓
発
掘
簡
報
」『
文
物
』二
〇
〇
四
年
第
一
期
、
三
〇
頁
。

（
63
）
註
38
前
掲
論
文
、
二
一
―
二
三
頁
。

（
64
）
姜
伯
勤
「
隋
天
水
『
酒
如
縄
』
祆
祭
画
像
石
図
像
研
究
」『
敦
煌
研
究
』
二
〇
〇
三
年
第
一
期
、

一
三
―
二
一
頁
。
再
録
、
同
『
中
国
祆
教
芸
術
史
研
究
』
三
連
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
一
五
五
―

一
七
二
頁
。

（
65
）
註
31
前
掲
論
文
、
一
六
頁
。

（
66
）
西
安
市
文
物
保
護
考
古
所
「
西
安
市
北
周
史
君
石
槨
墓
」『
考
古
』
二
〇
〇
四
年
第
七
期
、
三

九
―
四
〇
頁
。
同
「
西
安
北
周
涼
州
薩
保
史
君
墓
発
掘
簡
報
」『
文
物
』
二
〇
〇
五
年
第
三
期
、

九
頁
。
西
安
市
文
物
保
護
考
古
研
究
院
『
北
周
史
君
墓
』
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
。

（
67
）
向
達
『
唐
代
長
安
與
西
域
文
明
』
三
連
書
店
、
一
九
五
七
年
、
九
一
頁
。

（
68
）
安
万
通
墓
誌
は
、
一
部
の
字
句
が
出
土
時
に
既
に
模
糊
と
し
て
い
た
。
賀
梓
誠
「
唐
王
朝
與
辺

境
民
族
和
隣
国
的
友
好
関
係
」『
文
博
』
一
九
八
四
年
創
刊
号
、
五
九
頁
。
武
伯
倫
「
読
唐
墓
誌

      



二
六

美

術

研

究

四

三

〇

号

558

（
96
）
太
原
市
文
物
考
古
研
究
所
「
山
西
太
原
唐
代
赫
連
山
、
赫
連
簡
墓
発
掘
簡
報
」『
文
物
』
二
〇

一
九
年
第
五
期
、
四
―
二
五
頁
。

（
97
）
沈
睿
文
「
吐
峪
溝
所
見
納
骨
器
的
宗
教
属
性
」
栄
新
江
、
朱
玉
麒
主
編
『
絲
綢
之
路
新
探
索

考
古
・
文
献
與
学
術
史
』
南
京
、
鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
、
一
一
三
―
一
二
八
頁
。  

（
98
）
辛
明
偉
、
李
振
奇「
河
北
南
和
唐
代
郭
様
墓
」『
文
物
』一
九
九
三
年
第
六
期
、
二
〇
―
二
七
頁
。

（
99
）
山
西
省
文
物
管
理
委
員
会
「
山
西
長
治
唐
墓
清
理
簡
報
」『
考
古
通
訊
』
一
九
五
七
年
第
五
期
、

五
三
―
五
七
頁
。
王
深
は
幷
州
太
原
の
人
で
、
任
官
に
よ
っ
て
他
郷
に
移
っ
た
。
そ
の
墓
葬
は
金

勝
村
唐
墓
同
様
に
、
棺
が
使
用
さ
れ
な
い
。

［
挿
図
出
典
］

挿
図
1
『
中
国
出
土
壁
画
全
集 

第
二
巻 

山
西
』
科
学
出
版
社
東
京
、
二
〇
一
二
年
、
図
九
六
「
駄
馬

人
物
図
（
部
分
）」
一
〇
五
頁
。

挿
図
2

同
右

図
九
三
「
侍
奉
図
」
一
〇
二
頁
。

挿
図
12
『
世
界
美
術
大
全
集 

東
洋
編 

第
四
巻 

隋
唐
』
小
学
館
、
一
九
九
七
年
、
図
三
三
「
仕
女
図
」

九
三
頁
。

挿
図
13
『
中
国
出
土
壁
画
全
集 

第
二
巻 

山
西
』
科
学
出
版
社
東
京
、
二
〇
一
二
年
、
図
一
〇
〇
「
隋

候
受
珠
図
（
模
写
）」
一
〇
九
頁
。

［
付
記
］

本
論
文
の
日
本
語
翻
訳
刊
行
に
あ
た
り
、
若
干
の
修
正
を
加
え
た
。
ま
た
、
東
京
藝
術
大
学
社
会
連

携
セ
ン
タ
ー
森
美
智
代
研
究
員
の
指
摘
に
感
謝
し
ま
す
。

［
訳
者
付
記
］

イ
ラ
ン
語
固
有
名
詞
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
つ
い
て
は
静
岡
文
化
芸
術
大
学
青
木
健
教
授
よ
り
ご
教
示

を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

 

（Shen Ruiw
en

・
北
京
大
学
中
国
考
古
学
中
心
北
京
大
学
考
古
文
博
学
院
）

 

（
も
り

み
ち
よ
・
東
京
藝
術
大
学 

社
会
連
携
セ
ン
タ
ー
特
任
研
究
員
）

＊
原
著

沈
睿
文
「
太
原
金

村
唐
墓
再
研
究
」
沙
武
田
主
編
『
丝

之
路
研
究
集
刊
』
第
二

、
北
京
、

商
務
印
書
館
、
二
〇
一
八
年
五
月
、
七
―
三
二
頁
。

 

（
本
論
文
は
令
和
元
年
度
海
外
編
集
委
員
に
よ
る
推
薦
論
文
で
あ
る
）

文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
九
一
頁
。

（
80
）
（
明
）
関
廷
訪
撰
『
太
原
府
志
』
巻
二
四
、
山
西
人
民
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
三
九
九
頁
。

（
81
）
張
慶
捷
「
隋
虞
弘
墓
誌
考
釈
」、
註
76
前
掲
書
、
二
二
五
頁
。

（
82
）
安
婷
『
唐
代
屛
風
画
墓
分
期
與
相
関
問
題
』
北
京
大
学
学
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
二
年
、
二
三

頁
表
一
。

（
83
）
陝
西
考
古
所
唐
墓
工
作
組「
西
安
東
郊
唐
蘇
思
勲
墓
清
理
簡
報
」『
考
古
』一
九
六
〇
年
第
一
期
、

三
〇
―
三
六
頁
。

（
84
）
沈
睿
文
『
中
国
古
代
物
質
文
化
史
・
隋
唐
五
代
』
開
明
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、
二
一
七
―
二

二
〇
頁
。

（
85
）
註
62
前
掲
論
文
、
六
一
頁
。

（
86
）
寧
夏
固
原
博
物
館
「
寧
夏
固
原
唐
梁
元
珍
墓
」『
文
物
』
一
九
九
三
年
第
六
期
、
一
―
九
頁
。

註
39
前
掲
書
、
一
一
七
―
一
二
〇
頁
。

（
87
）
李
錦
秀
「
史
訶
耽
與
隋
末
唐
初
政
治
―
―
固
原
出
土
史
訶
耽
墓
誌
研
究
之
一
」
寧
夏
文
物
考
古

所
編
『
絲
綢
之
路
上
的
考
古
、
宗
教
與
歴
史
』
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
四
九
―
六
〇
頁
。

李
錦
秀「
史
訶
耽
與
唐
初
馬
政
―
―
固
原
出
土
史
訶
耽
墓
誌
研
究
之
二
」『
欧
亜
学
刊
』第
一
〇
輯
、

中
華
書
局
、
二
〇
一
二
年
、
二
六
一
―
二
七
六
頁
。

（
88
）
註
87
前
掲
論
文
（
李
錦
秀
二
〇
一
二
）。

（
89
）
武
周
期
の
万
歳
通
天
元
（
六
九
六
）
年
の
康
文
通
墓
は
、
長
い
斜
坡
墓
道
を
備
え
、
平
面
が
前

方
・
後
隅
丸
方
形
を
呈
す
る
大
型
の
双
室
磚
墓
で
あ
る
。
副
葬
品
の
三
彩
文
官
・
武
官
俑
、
出
行

儀
仗
を
構
成
す
る
三
彩
馬
、
駱
駝
俑
は
、
本
来
な
ら
ば
処
士
の
康
文
通
が
使
用
す
る
こ
と
は
遠
く

及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
。
康
文
通
が
こ
の
よ
う
な
墓
葬
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
祖
父

ら
が
李
淵
の
挙
兵
に
加
わ
り
功
を
立
て
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
太
原
金
勝
村
唐
墓
と
類
似
の
ケ
ー

ス
と
い
え
る
。
註
62
前
掲
論
文
、
一
七
―
三
〇
、
六
一
頁
。

（
90
）
註
14
前
掲
論
文
、
八
四
―
九
四
頁
。

（
91
）
註
33
前
掲
書
、
六
七
―
六
八
、
七
一
―
七
三
、
七
五
―
七
六
、
一
一
四
―
一
一
五
頁
。

（
92
）
陝
西
省
華
県
で
発
見
さ
れ
た
一
基
の
土
洞
墓
は
、
墓
口
を
磚
で
封
じ
、
墓
室
に
対
し
て
須
弥
座

型
石
棺
床
を
横
向
き
に
置
き
、
そ
の
上
に
一
体
の
人
骨
が
安
置
さ
れ
て
い
た
。
木
棺
の
痕
跡
は
な

く
、
墓
誌
も
出
て
い
な
い
。
暫
定
的
に
初
唐
期
の
墓
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
六
年
七
月
二

二
日
、
陝
西
省
考
古
研
究
院
劉
呆
運
研
究
員
の
ご
教
示
に
よ
る
。
こ
こ
に
感
謝
し
た
い
。

（
93
）
註
41
前
掲
書
（
原
州
連
合
考
古
隊
）、
二
八
、
一
七
三
頁
。

（
94
）
羅
豊
「
北
方
青
銅
器
墓
中
的
殉
牲
習
俗
」『
第
三
届
絲
綢
之
路
国
際
学
術
研
討
会 

早
期
絲
綢
之

路
與
東
西
文
化
交
流
』
一
〇
一
―
一
三
五
頁
。

（
95
）
註
33
前
掲
書
、
三
二
、
四
一
、
五
九
、
七
八
、
九
八
、
一
〇
〇
頁
。

      




